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　この広報紙（てをつなぐ）は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発刊しております。

理

　念

理
事
長

　宮

　脇

　隆

　一

育
成
会
は
、
障
害
の
あ
る
方
々
が
地
域
で
豊
か
に
生
活

が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
権
利
擁
護
に
努
め
、
い
き
い

き
と
暮
ら
せ
る
共
生
社
会
の
も
と
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

充
実
と
地
域
の
活
性
化
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、

次
の
理
念
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

○
権
利
擁
護

　
　○
共
生
社
会
の
実
現

○
地
域
貢
献

　
　○
生
涯
支
援

こ
れ
ら
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
公
益
事
業
と
し

て
、
各
関
係
団
体
と
綿
密
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
地

域
社
会
と
深
く
関
わ
り
、
障
害
特
性
や
福
祉
施
策
の
充

実
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
頂
く
た
め
に
様
々
な
活
動

を
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
地
域
に
は
障
害
が
あ
り
、
生
活
す
る
う
え
で

困
っ
て
い
る
こ
と
を
誰
に
も
相
談
で
き
な
い
方
も
多
く

お
ら
れ
ま
す
。

福
祉
の
充
実
は「
自
助
」 「
共
助
」 「
公
助
」に
よ
り
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。
育
成
会
は「
共
助
」か
ら「
公
助
」へ
の

連
携
を
実
現
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。困

っ
て
い
る
方
、
将
来
に
不
安
を
抱
く
方
の
誰
も
が
、

気
軽
に
相
談
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
り
た
い
と
願
い
、
育

成
会
の
理
念
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。

題字：育成センターコスモス  中村太郎さん

平成30年 鹿児島市育成会　総会の様子（ふれあい館）
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　この広報紙（てをつなぐ）は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発刊しております。

   

表
彰
を
受
け
て

　
菅
野
　
立
枝

育
成
会
総
会
で
息
子
が
表
彰
を
受
け
ま
し

た
。
何
か
に
貢
献
し
た
者
に
与
え
ら
れ
る
と

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
考
え
て
み
れ
ば
雨
の

日
も
風
の
日
も
通
所
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
ま

た
貢
献
し
た
と
言
え
る
か
な
と
思
い
有
難
く

い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
近
は
ボ
ス
の
座
を
狙

っ
て
い
る
か
の
様
に
私
に
あ
れ
こ
れ
命
令
し

ま
す
。
主
人
は
と
う
に
明
け
渡
し
て
い
ま
す

が
、
私
は
強
気
で
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

で
も
親
子
三
人
笑
い
あ
り
涙
あ
り
の
毎
日
で

す
。
息
子
達
の
行
く
末
も
心
配
で
す
が
、
そ

れ
で
も
願
い
は
一
つ
、
笑
顔
の
あ
る
人
生
で

あ
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
　

利
用
者
表
彰

平
成
三
〇
年 

育
成
会
総
会

山田　真彦　様菅野　翼　様吉元　正弥　様
（当日欠席）

南波　真澄　様末吉　恵理子　様

表　彰

おめでとうございます

（3）第 17 号 育成会たより てをつなぐ・会　報 平成 30 年９月１日

　この広報紙（てをつなぐ）は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発刊しております。

　
被
表
彰
者

・
本
　
人

　
　
　
　
育
成
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス

　
　
　
　
菅
野
　
翼
　
様

　
　
　
　
育
成
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス

　
　
　
　
吉
元
　
正
弥
　
様

　
　
　
　
第
二
コ
ス
モ
ス

　
　
　
　
南
波
　
真
澄
　
様

　
　
　
　
と
ま
と

　
　
　
　
山
田
　
真
彦
　
様

　
　
　
　
さ
を
り
工
房
う
ぇ
〜
ぶ

　
　
　
　
末
吉
　
恵
理
子
　
様

・
保
護
者

　
　
　
と
ま
と中間

　
和
代
　
様
　

　
　
　
　
と
ま
と

渡
邊
　
陽
子
　
様
　

・
特
別
功
労
者

　
　
　
　
希
望
の
園
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
庭
月
野
　
恵
美
子
　
様

   

表
彰
を
受
け
て

　
渡
邊
　
陽
子

子
供
が
附
属
養
護
学
校
へ
入
学
し
て
か
ら

附
属
小
学
校
へ
二
日
、
中
郡
小
学
校
へ
一
日

ハ
ン
カ
チ
販
売
に
行
き
、
な
か
よ
し
運
動
会

も
吉
野
・
谷
山
と
行
っ
た
こ
と
の
な
い
学
校

で
親
子
で
楽
し
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

子
供
は
高
等
部
卒
業
後
三
和
食
品
で
十
九

年
間
働
き
、
平
成
十
一
年
八
月
か
ら
は
と
ま

と
・
の
ぞ
み
学
園
で
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

休
み
の
日
は
親
子
で
買
い
物
や
温
泉
に
行

く
の
が
大
好
き
で
す
。
一
ヶ
月
に
一
回
の
あ

ゆ
み
会
も
ボ
ウ
リ
ン
グ
・
カ
ラ
オ
ケ
・
一
日

遠
足
で
は
動
物
園
・
水
族
館
、
七
月
は
い
つ

も
一
泊
旅
行
で
お
友
達
や
先
生
と
過
ご
せ
る

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
親
子
で
仲
良
く
頑
張
っ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

   

特
別
功
労
感
謝
状
を
い
た
だ
い
て

　
庭
月
野
　
恵
美
子

ご
縁
が
あ
り
ま
し
て
希
望
の
園
で
利
用
者

さ
ん
に
合
唱
の
指
導
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。「
今
日
は
新
曲
だ
け
ど
気
に
入
っ
て
も

ら
え
る
か
な
」と
、
内
心
ド
キ
ド
キ
す
る
日
も

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
の
思
い
と
は
裏

腹
に「
知
っ
て
る
よ
、
聴
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
」

と
、
笑
顔
で
答
え
て
く
だ
さ
り
嬉
し
そ
う
に

音
取
り
を
し
た
の
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。

職
員
の
方
に
は
、
利
用
者
さ
ん
の
サ
ポ
ー

ト
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
楽
器
の
準
備
や
後
片

付
け
を
し
て
も
ら
い
、
私
一
人
で
は
で
き
な

い
こ
と
を
助
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
回
、
音
楽
を
通
じ
て
出
会
っ
た
皆
様
に

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
度
は
、

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

保
護
者
表
彰

渡邊　陽子　様中間　和代　様

開
会
式
の
様
子

スローガンの発表の様子
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。
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。
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研
　
修
　
報
　
告
　

育
成
会
職
員
全
体
研
修
会

第
二
コ
ス
モ
ス
　
横
山
　
真
悟

六
月
十
日
、
ふ
れ
あ
い
館
に
て
、
鹿
児
島
県

こ
ど
も
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
の
田
邊
貴
仁
先
生

を
お
招
き
し
、
法
人
職
員
全
体
研
修
会
を
実
施

し
ま
し
た
。
講
演
の
演
題
・
テ
ー
マ
に
つ
い
て

は
、
全
職
員
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し

て「
利
用
者
様
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
」と
な

り
ま
し
た
。

法
人
の
各
事
業
所
で
は
、
様
々
な
年
齢
や
障

害
特
性
の
あ
る
利
用
者
様
に
在
籍
し
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
そ
の
利
用
者
様
に
ど
の
よ
う
に

寄
り
添
い
、
支
援
す
れ
ば
良
い
の
か
、
職
員
が

求
め
て
い
る
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
田
邊

先
生
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
も
と
に
、
具

体
的
に
指
導
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

利
用
者
様
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
や
そ
の
特

性
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
、
自
己
選
択
・

自
己
決
定
で
き
る
よ
う
な
場
面
を
設
定
し
て
、

利
用
者
様
た
ち
が
自
分
の
思
い
を
実
現
す
る
た

め
に
生
き
て
い
く
こ
と
を
支
援
す
る
。
そ
の
よ

う
な「
寄
り
添
う
支
援
」の
必
要
性
や
重
要
性
に

つ
い
て
は
、

共
感
し
つ

つ
も
、
そ

の
一
方
で
、

そ
れ
を
実

践
す
る
こ

と
の
難
し

さ
を
改
め

て
感
じ
さ

せ
ら
れ
ま

し
た
。
講

話
の
中
に

あ
っ
た「
走

っ
た
ら
ダ

メ
で
す
」と
い
う
よ
う
な
制
限
・
禁
止
の
支
援

で
は
な
く
、「
ゆ
っ
く
り
と
歩
き
ま
し
ょ
う
ね
」

と
い
う
よ
う
な
支
援
が
で
き
る
よ
う
に
自
己
研

鑽
し
な
け
れ
ば
と
反
省
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
し

た
。と

こ
ろ
で
、
法
人
の
職
員
の
年
齢
層
は
幅
広

く
、
ま
た
、
福
祉
現
場
を
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
職
員
な
ど
、
そ
の
実
態
は
様
々
で
す
。
法
人

研
修
部
で
は
、
昨
年
度
、「
人
材
育
成
の
基
本

方
針
」を
策
定
し
、
法
人
と
し
て
の
研
修
体
系

の
確
立
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
年

齢
や
経
験
な
ど
に
応
じ
た
研
修
を
通
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
職
員
が
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
生
か
し

て
、
利
用
者
様
の
支
援
に
あ
た
れ
る
よ
う
に
、

研
修
内
容
や
方
法
を
検
討
し
、
さ
ら
に
充
実
し

て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、
育
成
会
の
目
的
や

基
本
理
念
の
具
現
化
に
繋
が
る
研
修
体
系
を
確

立
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

新
任
職
員
研
修
を
終
え
て

き
ぼ
う
学
舎
　
丸
山
　
雄
大

指
導
員
と
し
て
働
き
始
め
て
二
ヶ
月
、
利
用

者
様
の
支
援
に
つ
い
て
、
自
分
な
り
に
試
行
錯

誤
を
重
ね
て
い
た
頃
、
こ
の
よ
う
な
研
修
に
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
任
職
員
研
修

会
を
通
し
て
、
様
々
な
刺
激
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

育
成
会
の
先
輩
方
か
ら
、
利
用
者
支
援
の
あ

り
方
や
心
構

え
、
育
成
会

の
組
織
や
法

的
制
度
等
に

つ
い
て
の
講

話
が
あ
り
ま

し
た
。
実
際

に
支
援
を
行

う
中
、
十
人

十
色
で
様
々

な
支
援
の

や
り
方
が

あ
る
と
思

い
ま
す
。

利
用
者
様

に
合
っ
た

支
援
を
模

索
し
、
先

輩
方
の
意

見
を
参
考

に
し
て
、

質
の
高
い

支
援
が
行
え
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。グ

ル
ー
プ
別
研
修
は
、
互
い
の
悩
み
や
疑
問

点
、
支
援
方
法
、
働
く
上
で
の
工
夫
点
な
ど
の

討
議
を
行
い
ま
し
た
。
互
い
の
意
見
や
悩
み
を

討
論
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
考
え
方
を
知

り
刺
激
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
も
各
種
研
修
会

等
に
積
極
的
に
参
加
し
、多
く
の
こ
と
を
学
び
、

支
援
に
活
か
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

短
期
交
流
研
修
を
終
え
て

　
　
　
　
育
成
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス
　
有
村
　
裕
也

短
期
交
流
研
修
で
、
わ
く
わ
く
コ
ス
モ
ス
で

三
日
間
の
研
修
を
し
ま
し
た
。

私
は
成
人
の
事
業
所
に
所
属
し
て
い
て
、
児

童
の
支
援
は
初
め

て
の
経
験
で
し

た
。
最
初
の
印
象

で
は
、
児
童
の
皆

さ
ん
は
元
気
に
動

く
の
で
、
体
力
勝

負
だ
と
思
い
ま
し

た
。
児
童
の
支
援

で
は
、
毎
日
の
表

情
が
違
う
の
で
、

声
か
け
や
観
察
を

十
分
に
行
い
、
児

童
が
頑
張
っ
て
い
る
こ
と
や
、
で
き
た
こ
と
に

承
認
や
賞
賛
の
言
葉
を
掛
け
て
、
笑
顔
で
支
援

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
ま
し
た
。
三
日
間
の
短
期
交
流
研
修
で
の

経
験
を
活
か
し
て
、
良
い
支
援
が
で
き
る
よ
う

に
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
　

新  

任  

紹  

介

と
ま
と

　
中
尾
　
宜
史

わ
く
わ
く
コ
ス
モ
ス

　
松
元
　
咲
希

育
成
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス

　
五
反
　
理
央
奈

　
國
生
　
功
太

き
ぼ
う
学
舎

　
丸
山
　
雄
大
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　平
成
三
十
年
度

運
動
方
針
及
び
事
業
計
画

Ⅰ［
法
人
］

１
　
法
人
の
目
的

　
鹿
児
島
市
に
暮
ら
す
知
的
・
発
達
障
害
児

（
者
）を
は
じ
め
全
て
の
障
害
が
あ
る
方
々
が
、

人
と
し
て
豊
か
に
生
活
で
き
る
よ
う
に
そ
の

権
利
擁
護
に
努
め
る
と
と
も
に
、
生
き
生
き

と
暮
ら
せ
る
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
活
性
化
を
図
る
。

２
　
法
人
の
理
念

○
権
利
擁
護

全
て
の
障
害
の
あ
る
方
々
が
、
人
と
し
て

豊
か
に
生
活
で
き
る
よ
う
に
そ
の
権
利
擁

護
に
努
め
ま
す
。

○
共
生
社
会
の
実
現

適
正
な
療
育
・
教
育
の
機
会
均
等
、
就
労
・

所
得
保
障
等
障
害
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ

ら
ず
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現

に
努
め
ま
す
。

○
地
域
貢
献

日
々
の
活
動
を
積
極
的
に
地
域
で
行
う
こ

と
で
、
障
害
の
あ
る
方
々
へ
の
理
解
・
啓

発
を
通
し
て
地
域
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

○
生
涯
支
援

乳
幼
児
期
か
ら
高
齢
期
ま
で
の
障
害
の
あ

る
方
々
及
び
家
族
の
た
め
の
相
談
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
等
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

３
　
法
人
組
織

　
法
人
の
組
織
は
、
親
の
会
を
母
体
と
す
る

家
族
連
合
会「
運
動
体
」と
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
を
行
う
施
設
な
ど
の「
事
業
体
」で
構
成

さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
両
者
を
車
の
両
輪
と

し
、
育
成
会
法
人
本
部
事
務
局
が
相
互
の
連

絡
・
調
整
役
を
担
い
な
が
ら
、
法
人
の
運
営

に
あ
た
る
。

４
　
運
営
方
針

　
全
て
の
障
害
の
あ
る
方
々
の
権
利
擁
護
と

適
正
な
療
育
・
教
育
の
機
会
均
等
・
就
労
・

所
得
保
障
、
市
民
へ
の
理
解
啓
発
等
に
努
め
、

共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
本
人
や
家
族

の
生
涯
に
寄
り
添
う
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
充

実
さ
せ
る
こ
と
を
基
本
に
運
営
を
行
う
。

５
　
法
人
本
部
の
機
能

（
１
） 

法
人
組
織
の
適
正
な
管
理
・
運
営

（
２
） 

理
事
会
・
評
議
員
会
の
適
正
な
運
営

（
３
） 

人
事
・
財
務
等
の
適
正
な
管
理
・
運
営

６
　
事
業
計
画

（
１
） 

総
会
の
開
催

（
２
） 

理
事
会
・
評
議
員
会
の
開
催

（
３
） 

経
営
に
関
す
る
会
議
の
開
催

（
４
） 

第
三
者
委
員
会
の
開
催

Ⅱ［
事
業
体
］　
～
施
設
等
～

１
　
運
営
の
目
的

　
利
用
者
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
施
設
等
の

利
用
に
あ
た
り
、
安
心
・
安
定
し
た
生
活
を

送
り
、
ま
た
、
家
族
や
地
域
社
会
か
ら
高
い

信
頼
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

２
　
運
営
の
基
本
方
針

　
障
害
者
総
合
支
援
法
や
障
害
者
の
虐
待
防

止
、
差
別
解
消
、
雇
用
促
進
等
、
関
係
法
令

を
遵
守
し
、
利
用
者
の
人
権
や
主
体
性
を
尊

重
す
る
。

（
１
） 将
来
構
想
大
綱
が
平
成
２
９
年
で
終
了

す
る
こ
と
か
ら
，
こ
の
間
の
総
括
を
行

う
と
と
も
に
，
新
た
な
中
・
長
期
計
画

を
検
討
，
立
案
す
る
。

（
２
） 法
人
本
部
と
調
整
を
図
り
な
が
ら
，
施

設
長
会
や
職
員
代
表
等
に
よ
る
会
議
等

を
定
期
的
に
開
催
し
，
中
・
長
期
的
な

課
題
の
明
確
化
と
解
決
策
を
協
議
し
，

運
営
へ
の
具
体
的
な
反
映
に
努
め
る
。

（
３
） 障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
後
３
年
毎
の

改
正
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
国
，

県
等
の
動
向
を
見
極
め
な
が
ら
迅
速
な

対
応
を
す
る
。

（
４
） 障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
支
援
施
設
と
し

て
，
利
用
者
に
安
全
安
心
な
生
活
の
場

を
提
供
し
，
保
護
者
等
か
ら
信
頼
さ
れ

る
施
設
運
営
に
努
め
る
。

（
５
）障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
，
相
談
支
援

事
業
，
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
，

障
害
者
支
援
等
の
円
滑
な
事
業
運
営
に

努
め
る
。

（
６
） 共
同
生
活
援
助
事
業（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
）の
円
滑
な
運
営
・
整
備
に
努
め
る
。

３
　
運
営
の
努
力
目
標

（
１
） 関
係
機
関
・
団
体
と
の
連
携
を
深
め
、

知
的
・
発
達
障
害
児（
者
）の
福
祉
向
上

に
努
め
る
。

（
２
） 施
設
の
健
全
な
運
営
を
図
る
た
め
、
組

織
体
系
を
整
備
し
、
施
設
の
運
営
改
善
・

充
実
に
努
め
る
。

（
３
） 地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
仮
称
）の
平

成
31
年
開
設
に
向
け
て
開
設
準
備
室
を

設
置
す
る
。

（
４
） 介
護
サ
ー
ビ
ス
包
括
型
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
の
整
備
を
中
心
と
し
た
施
設
整
備
に

関
す
る
基
本
構
想
を
具
現
化
す
る
。

ア
　
市
育
成
会
所
有
地（
鹿
児
島
市
東
谷
山

５
丁
目
）の
活
用

イ
　
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の
策
定
等

（
５
） 法
制
度
の
見
直
し
等
、
情
勢
の
動
向
を

見
極
め
な
が
ら
、
施
設
や
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
等
の
的
確
な
運
営
に
努
め
る
。

４
　
事
業
計
画

　
運
動
体
と
緊
密
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

各
施
設
の
特
性
を
生
か
し
た
利
用
者
主
体
の

事
業
推
進
を
図
る
。

Ⅲ［
家
族
連
合
会（
運
動
体
）］

　
法
人
の
理
念
の
実
現
に
家
族
連
合
会（
運
動

体
）と
事
業
体
が
連
携
し
て
取
り
組
む
も
の
と

す
る
。
家
族
連
合
会
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

と
お
り
と
す
る
。

１
　
運
動
の
目
的

　
全
て
の
障
害
の
あ
る
方
々
と
そ
の
家
族
か

ら
な
る
と
し
て
の
家
族
連
合
会（
運
動
体
）は
、

中
・
長
期
的
な
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
、

定
期
的
に
幹
事
会
を
開
催
し
、
権
利
擁
護
団

体
と
し
て
の
活
動
の
充
実
と
組
織
の
充
実
を

図
る
と
共
に
、
会
員
の
共
通
理
解
と
広
く
市

民
へ
の
理
解
・
協
力
を
得
る
た
め
の
啓
発
活

動
に
努
め
る
。

２
　
家
族
連
合
会（
運
動
体
）の
基
本
方
針
　

（
１
） 

権
利
擁
護
団
体
と
し
て
の
機
能
を
発

揮
す
る
た
め
に
、
啓
発
・
広
報
、
自

主
財
源
確
保
活
動
、
研
修
事
業
、
更

生
事
業
、
鹿
児
島
市
補
助
事
業
等
の

充
実
を
図
る
。

（
２
） 

障
害
者
総
合
支
援
法
の
３
年
毎
改
正

等
、
国
、
県
、
市
の
動
向
を
見
極
め

な
が
ら
、
家
族
連
合
会（
運
動
体
）に

求
め
ら
れ
る
新
た
な
役
割
を
事
業
体

と
共
に
追
求
す
る
。
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研
　
修
　
報
　
告
　

育
成
会
職
員
全
体
研
修
会

第
二
コ
ス
モ
ス
　
横
山
　
真
悟

六
月
十
日
、
ふ
れ
あ
い
館
に
て
、
鹿
児
島
県

こ
ど
も
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
の
田
邊
貴
仁
先
生

を
お
招
き
し
、
法
人
職
員
全
体
研
修
会
を
実
施

し
ま
し
た
。
講
演
の
演
題
・
テ
ー
マ
に
つ
い
て

は
、
全
職
員
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し

て「
利
用
者
様
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
」と
な

り
ま
し
た
。

法
人
の
各
事
業
所
で
は
、
様
々
な
年
齢
や
障

害
特
性
の
あ
る
利
用
者
様
に
在
籍
し
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
そ
の
利
用
者
様
に
ど
の
よ
う
に

寄
り
添
い
、
支
援
す
れ
ば
良
い
の
か
、
職
員
が

求
め
て
い
る
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
田
邊

先
生
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
も
と
に
、
具

体
的
に
指
導
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

利
用
者
様
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
や
そ
の
特

性
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
、
自
己
選
択
・

自
己
決
定
で
き
る
よ
う
な
場
面
を
設
定
し
て
、

利
用
者
様
た
ち
が
自
分
の
思
い
を
実
現
す
る
た

め
に
生
き
て
い
く
こ
と
を
支
援
す
る
。
そ
の
よ

う
な「
寄
り
添
う
支
援
」の
必
要
性
や
重
要
性
に

つ
い
て
は
、

共
感
し
つ

つ
も
、
そ

の
一
方
で
、

そ
れ
を
実

践
す
る
こ

と
の
難
し

さ
を
改
め

て
感
じ
さ

せ
ら
れ
ま

し
た
。
講

話
の
中
に

あ
っ
た「
走

っ
た
ら
ダ

メ
で
す
」と
い
う
よ
う
な
制
限
・
禁
止
の
支
援

で
は
な
く
、「
ゆ
っ
く
り
と
歩
き
ま
し
ょ
う
ね
」

と
い
う
よ
う
な
支
援
が
で
き
る
よ
う
に
自
己
研

鑽
し
な
け
れ
ば
と
反
省
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
し

た
。と

こ
ろ
で
、
法
人
の
職
員
の
年
齢
層
は
幅
広

く
、
ま
た
、
福
祉
現
場
を
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
職
員
な
ど
、
そ
の
実
態
は
様
々
で
す
。
法
人

研
修
部
で
は
、
昨
年
度
、「
人
材
育
成
の
基
本

方
針
」を
策
定
し
、
法
人
と
し
て
の
研
修
体
系

の
確
立
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
年

齢
や
経
験
な
ど
に
応
じ
た
研
修
を
通
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
職
員
が
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
生
か
し

て
、
利
用
者
様
の
支
援
に
あ
た
れ
る
よ
う
に
、

研
修
内
容
や
方
法
を
検
討
し
、
さ
ら
に
充
実
し

て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、
育
成
会
の
目
的
や

基
本
理
念
の
具
現
化
に
繋
が
る
研
修
体
系
を
確

立
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

新
任
職
員
研
修
を
終
え
て

き
ぼ
う
学
舎
　
丸
山
　
雄
大

指
導
員
と
し
て
働
き
始
め
て
二
ヶ
月
、
利
用

者
様
の
支
援
に
つ
い
て
、
自
分
な
り
に
試
行
錯

誤
を
重
ね
て
い
た
頃
、
こ
の
よ
う
な
研
修
に
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
任
職
員
研
修

会
を
通
し
て
、
様
々
な
刺
激
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

育
成
会
の
先
輩
方
か
ら
、
利
用
者
支
援
の
あ

り
方
や
心
構

え
、
育
成
会

の
組
織
や
法

的
制
度
等
に

つ
い
て
の
講

話
が
あ
り
ま

し
た
。
実
際

に
支
援
を
行

う
中
、
十
人

十
色
で
様
々

な
支
援
の

や
り
方
が

あ
る
と
思

い
ま
す
。

利
用
者
様

に
合
っ
た

支
援
を
模

索
し
、
先

輩
方
の
意

見
を
参
考

に
し
て
、

質
の
高
い

支
援
が
行
え
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。グ

ル
ー
プ
別
研
修
は
、
互
い
の
悩
み
や
疑
問

点
、
支
援
方
法
、
働
く
上
で
の
工
夫
点
な
ど
の

討
議
を
行
い
ま
し
た
。
互
い
の
意
見
や
悩
み
を

討
論
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
考
え
方
を
知

り
刺
激
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
も
各
種
研
修
会

等
に
積
極
的
に
参
加
し
、多
く
の
こ
と
を
学
び
、

支
援
に
活
か
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

短
期
交
流
研
修
を
終
え
て

　
　
　
　
育
成
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス
　
有
村
　
裕
也

短
期
交
流
研
修
で
、
わ
く
わ
く
コ
ス
モ
ス
で

三
日
間
の
研
修
を
し
ま
し
た
。

私
は
成
人
の
事
業
所
に
所
属
し
て
い
て
、
児

童
の
支
援
は
初
め

て
の
経
験
で
し

た
。
最
初
の
印
象

で
は
、
児
童
の
皆

さ
ん
は
元
気
に
動

く
の
で
、
体
力
勝

負
だ
と
思
い
ま
し

た
。
児
童
の
支
援

で
は
、
毎
日
の
表

情
が
違
う
の
で
、

声
か
け
や
観
察
を

十
分
に
行
い
、
児

童
が
頑
張
っ
て
い
る
こ
と
や
、
で
き
た
こ
と
に

承
認
や
賞
賛
の
言
葉
を
掛
け
て
、
笑
顔
で
支
援

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
ま
し
た
。
三
日
間
の
短
期
交
流
研
修
で
の

経
験
を
活
か
し
て
、
良
い
支
援
が
で
き
る
よ
う

に
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
　

新  

任  

紹  

介

と
ま
と

　
中
尾
　
宜
史

わ
く
わ
く
コ
ス
モ
ス

　
松
元
　
咲
希

育
成
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス

　
五
反
　
理
央
奈

　
國
生
　
功
太

き
ぼ
う
学
舎

　
丸
山
　
雄
大
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　平
成
三
十
年
度

運
動
方
針
及
び
事
業
計
画

Ⅰ［
法
人
］

１
　
法
人
の
目
的

　
鹿
児
島
市
に
暮
ら
す
知
的
・
発
達
障
害
児

（
者
）を
は
じ
め
全
て
の
障
害
が
あ
る
方
々
が
、

人
と
し
て
豊
か
に
生
活
で
き
る
よ
う
に
そ
の

権
利
擁
護
に
努
め
る
と
と
も
に
、
生
き
生
き

と
暮
ら
せ
る
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
活
性
化
を
図
る
。

２
　
法
人
の
理
念

○
権
利
擁
護

全
て
の
障
害
の
あ
る
方
々
が
、
人
と
し
て

豊
か
に
生
活
で
き
る
よ
う
に
そ
の
権
利
擁

護
に
努
め
ま
す
。

○
共
生
社
会
の
実
現

適
正
な
療
育
・
教
育
の
機
会
均
等
、
就
労
・

所
得
保
障
等
障
害
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ

ら
ず
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現

に
努
め
ま
す
。

○
地
域
貢
献

日
々
の
活
動
を
積
極
的
に
地
域
で
行
う
こ

と
で
、
障
害
の
あ
る
方
々
へ
の
理
解
・
啓

発
を
通
し
て
地
域
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

○
生
涯
支
援

乳
幼
児
期
か
ら
高
齢
期
ま
で
の
障
害
の
あ

る
方
々
及
び
家
族
の
た
め
の
相
談
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
等
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

３
　
法
人
組
織

　
法
人
の
組
織
は
、
親
の
会
を
母
体
と
す
る

家
族
連
合
会「
運
動
体
」と
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
を
行
う
施
設
な
ど
の「
事
業
体
」で
構
成

さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
両
者
を
車
の
両
輪
と

し
、
育
成
会
法
人
本
部
事
務
局
が
相
互
の
連

絡
・
調
整
役
を
担
い
な
が
ら
、
法
人
の
運
営

に
あ
た
る
。

４
　
運
営
方
針

　
全
て
の
障
害
の
あ
る
方
々
の
権
利
擁
護
と

適
正
な
療
育
・
教
育
の
機
会
均
等
・
就
労
・

所
得
保
障
、
市
民
へ
の
理
解
啓
発
等
に
努
め
、

共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
本
人
や
家
族

の
生
涯
に
寄
り
添
う
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
充

実
さ
せ
る
こ
と
を
基
本
に
運
営
を
行
う
。

５
　
法
人
本
部
の
機
能

（
１
） 

法
人
組
織
の
適
正
な
管
理
・
運
営

（
２
） 

理
事
会
・
評
議
員
会
の
適
正
な
運
営

（
３
） 

人
事
・
財
務
等
の
適
正
な
管
理
・
運
営

６
　
事
業
計
画

（
１
） 

総
会
の
開
催

（
２
） 

理
事
会
・
評
議
員
会
の
開
催

（
３
） 

経
営
に
関
す
る
会
議
の
開
催

（
４
） 

第
三
者
委
員
会
の
開
催

Ⅱ［
事
業
体
］　
～
施
設
等
～

１
　
運
営
の
目
的

　
利
用
者
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
施
設
等
の

利
用
に
あ
た
り
、
安
心
・
安
定
し
た
生
活
を

送
り
、
ま
た
、
家
族
や
地
域
社
会
か
ら
高
い

信
頼
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

２
　
運
営
の
基
本
方
針

　
障
害
者
総
合
支
援
法
や
障
害
者
の
虐
待
防

止
、
差
別
解
消
、
雇
用
促
進
等
、
関
係
法
令

を
遵
守
し
、
利
用
者
の
人
権
や
主
体
性
を
尊

重
す
る
。

（
１
） 将
来
構
想
大
綱
が
平
成
２
９
年
で
終
了

す
る
こ
と
か
ら
，
こ
の
間
の
総
括
を
行

う
と
と
も
に
，
新
た
な
中
・
長
期
計
画

を
検
討
，
立
案
す
る
。

（
２
） 法
人
本
部
と
調
整
を
図
り
な
が
ら
，
施

設
長
会
や
職
員
代
表
等
に
よ
る
会
議
等

を
定
期
的
に
開
催
し
，
中
・
長
期
的
な

課
題
の
明
確
化
と
解
決
策
を
協
議
し
，

運
営
へ
の
具
体
的
な
反
映
に
努
め
る
。

（
３
） 障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
後
３
年
毎
の

改
正
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
国
，

県
等
の
動
向
を
見
極
め
な
が
ら
迅
速
な

対
応
を
す
る
。

（
４
） 障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
支
援
施
設
と
し

て
，
利
用
者
に
安
全
安
心
な
生
活
の
場

を
提
供
し
，
保
護
者
等
か
ら
信
頼
さ
れ

る
施
設
運
営
に
努
め
る
。

（
５
）障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
，
相
談
支
援

事
業
，
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
，

障
害
者
支
援
等
の
円
滑
な
事
業
運
営
に

努
め
る
。

（
６
） 共
同
生
活
援
助
事
業（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
）の
円
滑
な
運
営
・
整
備
に
努
め
る
。

３
　
運
営
の
努
力
目
標

（
１
） 関
係
機
関
・
団
体
と
の
連
携
を
深
め
、

知
的
・
発
達
障
害
児（
者
）の
福
祉
向
上

に
努
め
る
。

（
２
） 施
設
の
健
全
な
運
営
を
図
る
た
め
、
組

織
体
系
を
整
備
し
、
施
設
の
運
営
改
善
・

充
実
に
努
め
る
。

（
３
） 地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
仮
称
）の
平

成
31
年
開
設
に
向
け
て
開
設
準
備
室
を

設
置
す
る
。

（
４
） 介
護
サ
ー
ビ
ス
包
括
型
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
の
整
備
を
中
心
と
し
た
施
設
整
備
に

関
す
る
基
本
構
想
を
具
現
化
す
る
。

ア
　
市
育
成
会
所
有
地（
鹿
児
島
市
東
谷
山

５
丁
目
）の
活
用

イ
　
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の
策
定
等

（
５
） 法
制
度
の
見
直
し
等
、
情
勢
の
動
向
を

見
極
め
な
が
ら
、
施
設
や
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
等
の
的
確
な
運
営
に
努
め
る
。

４
　
事
業
計
画

　
運
動
体
と
緊
密
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

各
施
設
の
特
性
を
生
か
し
た
利
用
者
主
体
の

事
業
推
進
を
図
る
。

Ⅲ［
家
族
連
合
会（
運
動
体
）］

　
法
人
の
理
念
の
実
現
に
家
族
連
合
会（
運
動

体
）と
事
業
体
が
連
携
し
て
取
り
組
む
も
の
と

す
る
。
家
族
連
合
会
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

と
お
り
と
す
る
。

１
　
運
動
の
目
的

　
全
て
の
障
害
の
あ
る
方
々
と
そ
の
家
族
か

ら
な
る
と
し
て
の
家
族
連
合
会（
運
動
体
）は
、

中
・
長
期
的
な
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
、

定
期
的
に
幹
事
会
を
開
催
し
、
権
利
擁
護
団

体
と
し
て
の
活
動
の
充
実
と
組
織
の
充
実
を

図
る
と
共
に
、
会
員
の
共
通
理
解
と
広
く
市

民
へ
の
理
解
・
協
力
を
得
る
た
め
の
啓
発
活

動
に
努
め
る
。

２
　
家
族
連
合
会（
運
動
体
）の
基
本
方
針
　

（
１
） 

権
利
擁
護
団
体
と
し
て
の
機
能
を
発

揮
す
る
た
め
に
、
啓
発
・
広
報
、
自

主
財
源
確
保
活
動
、
研
修
事
業
、
更

生
事
業
、
鹿
児
島
市
補
助
事
業
等
の

充
実
を
図
る
。

（
２
） 

障
害
者
総
合
支
援
法
の
３
年
毎
改
正

等
、
国
、
県
、
市
の
動
向
を
見
極
め

な
が
ら
、
家
族
連
合
会（
運
動
体
）に

求
め
ら
れ
る
新
た
な
役
割
を
事
業
体

と
共
に
追
求
す
る
。



平成 30 年９月１日 育成会たより てをつなぐ・会　報 第 17 号（6）

　この広報紙（てをつなぐ）は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発刊しております。

３
　
運
動
の
努
力
目
標

（
１
）活
動

ア
　
家
族
連
合
会
の
魅
力
あ
る
活
動
を
促

進
す
る
た
め
の
組
織
の
在
り
方
等
の

検
討

イ
　
会
員
の
新
規
加
入
促
進
方
策
の
検
討

と
実
践

ウ
　
障
害
の
あ
る
方
々
に
対
す
る
市
民
へ

の
理
解
・
啓
発
と
運
動
体
の
自
主
財

源
確
保
を
図
る
活
動
と
し
て「
愛
の

ひ
と
し
ず
く
運
動
や
各
種
バ
ザ
ー
」

の
積
極
的
な
推
進

エ
　
鹿
児
島
県
立
桜
丘
養
護
学
校
の
移
転

整
備
と
桜
丘
・
皆
与
志
養
護
学
校
の

高
等
部
設
置
の
要
請
活
動

オ
　
鹿
児
島
市
特
別
支
援
教
育
研
究
会
と

の
連
携

カ
　
相
談
支
援
事
業
の
充
実

キ
　
障
害
の
あ
る
方
々
の
グ
ル
ー
プ
活
動

の
充
実
・
支
援

ク
　
障
害
者
の
雇
用
促
進
の
た
め
の
関
係

機
関
と
の
連
携
強
化

ケ
　
包
括
型
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
建
設
の

促
進

コ
　
障
害
の
あ
る
方
々
の
総
合
保
障
制
度

の
活
用
と
障
害
基
礎
年
金
の
引
き
上

げ

（
２
）事
業
体
と
の
連
携

ア
　
家
族
連
合
会（
運
動
体
）と
事
業
体
の

事
業
推
進
の
連
携

イ
　
法
人
職
員
の
支
援
・
協
力

４
　
事
業
計
画

（
１
）市
育
成
会
の
活
動
強
化

ア
　
月
例
会
の
開
催（
偶
数
月
第
一
金
曜
日
）

イ
　
学
齢
期
保
護
者
研
修
会
の
開
催

ウ
　
幹
事
会
の
開
催（
奇
数
月
第
一
金
曜
日
）

（
２
）相
談
支
援
事
業
の
運
営（
更
生
相
談
）

ア
　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
の
啓
発
と
実

践
活
動

（
３
）各
専
門
部
の
活
動

ア
　
広
報
部

（
ア
） 情
報
誌
の
発
行（
運
動
体
・
事
業
体

活
動
の
様
子
な
ど
）会
報
、
育
成
会

た
よ
り「
て
を
つ
な
ぐ
」、
育
成
会

の
し
お
り

（
イ
）育
成
会
の
組
織
・
家
族
連
合
会（
運

動
体
）の
活
動
内
容
等
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
内
容
充
実

（
ウ
）街
頭
広
報
活
動（
福
祉
強
調
月
間
　

９
月
）

（
エ
）育
成
会
活
動
の
啓
発
、
展
示
～
ふ

れ
あ
い
館
・
ゆ
う
あ
い
館
～

（
オ
）市
内
小
学
校
特
別
支
援
学
級
・
新

入
学
児
童
、
鹿
児
島
大
学
教
育
学

部
附
属
特
別
支
援
学
校
・
鹿
児
島

県
立
鹿
児
島
養
護
・
武
岡
台
養
護
・

桜
丘
養
護
学
校
新
入
学
児
童
へ
の

記
念
品
の
贈
呈

イ
　
研
修
部

（
ア
）研
修
会
等

ａ
　
家
族
研
修
会
、
学
齢
期
保
護
者
研

修
会
の
開
催

ｂ
　
知
的
障
害
者
支
援
施
設
・
特
別
支
援

学
校
等
の
見
学
・
研
修
会
の
開
催

ｃ
　
育
成
会
活
性
化
セ
ミ
ナ
ー
等
へ
の
参
加

（
イ
） 

相
談
員
研
修

ａ
　
鹿
児
島
市
知
的
障
害
者
相
談
員
研

修
会
へ
の
参
加

（
ウ
） 

関
係
研
修
会
等

ａ
　
第
５
回
全
国
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
連

合
会
全
国
大
会
京
都
大
会

ｂ
　
第
58
回
九
州
地
区
手
を
つ
な
ぐ
育

成
会
北
九
州
市
大
会

　
ウ
　
事
業
部

（
ア
） 

学
齢
期
へ
の
支
援

ａ
　
児
童
・
生
徒
の
特
別
支
援
教
育
へ

の
支
援

ｂ
　
鹿
児
島
市
特
別
支
援
教
育
研
究
会

へ
の
支
援

（
イ
） 

青
・
壮
年
期
へ
の
支
援

ａ
　
成
人
式
の
開
催

ｂ
　
青
年
学
級（
あ
ゆ
み
会
）の
活
動
支
援

ｃ
　
障
害
者
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
大
会

へ
の
参
加

ｄ
　
在
宅
障
害
者
の
社
会
参
加
促
進
等

の
支
援

ｅ
　
雇
用
促
進
の
た
め
の
関
係
機
関
と

の
連
携

（
ウ
） 

愛
の
ひ
と
し
ず
く
運
動
、
各
種
バ
ザ

ー
、
模
擬
店
の
推
進

エ
　
乳
幼
児
・
学
齢
期
及
び
重
度
障
害
児
等

へ
の
支
援

ａ
　
鴨
池
す
く
す
く
学
級
の
活
動
支
援

ｂ
　
在
宅
障
害
者
へ
の
相
談
支
援

オ
　
鹿
児
島
県
・
鹿
児
島
市
・
関
係
団
体

補
助
・
委
託
事
業

（
ア
） 

鹿
児
島
県
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
補
助

事
業

ａ
　
育
成
会
活
動
費
助
成

   

（
イ
） 

鹿
児
島
市
補
助
事
業

ａ
　
鹿
児
島
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
補

助
事
業

（
ａ
） 

市
民
・
家
族
・
学
齢
期
保
護
者
研

修
会
の
開
催

（
ｂ
） 
施
設
見
学
研
修
の
開
催

（
ｃ
） 
来
所
・
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
更

　
　   

生
相
談

（
ｄ
） 

第
52
回
　
仲
よ
し
運
動
会
の
開
催

　    

ｂ
　
社
会
参
加
促
進
事
業

（
ａ
） 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
教
室（
年
10
回
）

軽
ス
ポ
ー
ツ
・
生
け
花
教
室
・
鴨
池

す
く
す
く
学
級
・
あ
ゆ
み
会
活
動

（
ｂ
） 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
事
業（
年

10
回
）

　
　
　
利
用
者
に
よ
る
地
域
の
公
園
清
掃

作
業
等
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

（
ｃ
） 

知
的
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催

事
業

①
鹿
児
島
市
地
区
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ

大
会
の
開
催（
市
内
各
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
事
業
所
、
あ
ゆ
み
会
、
在
宅

者
等
）

②
鹿
児
島
市
地
区
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
記

録
会
の
開
催

（
ｄ
）知
的
障
害
児（
者
）ふ
れ
あ
い
事
業

　
　
　
１
日
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施

（
ウ
） 鹿
児
島
市
社
会
福
祉
協
議
会（
赤
い
羽

根
共
同
募
金
補
助
）

（
エ
） 鹿
児
島
市
社
会
事
業
協
会
　
委
託
事

業（
ふ
れ
あ
い
館
清
掃
作
業
委
託
）

カ
　
育
成
会
青
年
部（
あ
ゆ
み
会
）自
主
事
業

　
　
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
１
泊
旅
行

等
の
実
施

キ
　
鹿
児
島
市
障
害
者
関
係
団
体
と
の
共

催
事
業

ａ
　
第
７
回 

わ
く
わ
く
福
祉
交
流
フ
ェ

ア
へ
の
参
加

ｂ
　
第
５
回 

ゆ
う
あ
い
館
交
流
フ
ェ
ス

タ
へ
の
参
加
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社
会
福
祉
法
人

　
鹿
児
島
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会

　

平
成
二
十
九
年
度

　事
業
報
告

活
動
状
況
に
つ
い
て

平
成
二
十
九
年
四
月
か
ら
改
正
社
会
福
祉

法
が
本
格
施
行
さ
れ
、
非
営
利
法
人
と
し
て

の
透
明
性
と
強
固
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
よ
り
自

立
的
な
法
人
経
営
を
基
盤
と
し
て
、
公
益
性

を
示
し
、
そ
の
一
員
と
し
て
地
域
共
生
社
会

の
実
現
を
め
ざ
す
法
人
像
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
、
重
点
課
題
で
あ
っ
た
、

障
害
者
の
新
し
い
地
域
共
生
拠
点
の「
地
域
共

生
セ
ン
タ
ー
石
谷
の
郷
」の
建
設
計
画
の
策
定

に
取
り
組
み
ま
し
た
。（
補
助
金
申
請
中
）

ま
た
、
法
人
経
営
の
安
定
に
不
可
欠
な
人

材
の
確
保
や
資
質
の
向
上
、
職
員
待
遇
改
善

を
図
る
た
め
、
就
業
規
則
等
の
見
直
し
や
新

規
定
の
制
定
を
行
い
ま
し
た
。

一
方
、
利
用
者
本
人
や
家
族
の
要
望
に
応

え
る
と
と
も
に
法
人
の
増
収
を
図
る
た
め
各

事
業
所
に
お
い
て
実
施
し
た
土
曜
日
と
祝
日

の
サ
ー
ビ
ス
提
供
は
、
利
用
増
に
つ
な
が
り

ま
し
た
。

育
成
会
の
基
本
理
念
に
基
づ
く「
公
益
事

業
」に
お
い
て
は
、
法
人
の
事
業
所
家
族
会
の

会
員
を
基
盤
と
し
て「
鹿
児
島
市
手
を
つ
な
ぐ

家
族
連
合
会
」が
発
足
し
、
新
た
な
活
動
の
検

討
と
本
法
人
の
公
益
事
業
の
推
進
に
表
裏
一

体
と
な
っ
て
取
り
組
む
体
制
を
つ
く
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

事業収支と財産の状況（社会福祉事業）

(1) 収支の推移 (単位：円 )

平成 27年度 平成28年度 平成29年度

サービス活動収益 583,814,053 616,189,241 664,582,889

サービス活動費用 564,269,383 573,092,308 607,267,625

サービス活動外収益 8,840,488 9,502,058 9,269,254

サービス活動外費用 1,323,843 1,341,633 1,400,492

経常増減差額 27,061,315 51,257,358 65,184,026

特別収益 1,260,000 0 0

特別費用 860,000 2,313,678 0

特別増減差額 400,000 -2,313,678 0

当期活動増減差額 27,461,315 48,943,680 65,184,026

(2)　資産・負債の推移 (単位：円 )

平成 27年度 平成28年度 平成29年度

流　動　資　産 288,411,177 341,325,397 310,184,705

固　定　資　産 639,233,752 659,208,170 783,352,401

資　産　合　計 927,644,929 1,000,533,567 1,093,537,106

流　動　負　債 48,021,297 48,984,021 63,172,924

固　定　負　債 156,374,455 185,363,647 204,768,178

負　債　合　計 204,395,752 234,347,668 267,941,102

純　　資　　産 723,249,177 766,185,899 825,596,004
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３
　
運
動
の
努
力
目
標

（
１
）活
動

ア
　
家
族
連
合
会
の
魅
力
あ
る
活
動
を
促

進
す
る
た
め
の
組
織
の
在
り
方
等
の

検
討

イ
　
会
員
の
新
規
加
入
促
進
方
策
の
検
討

と
実
践

ウ
　
障
害
の
あ
る
方
々
に
対
す
る
市
民
へ

の
理
解
・
啓
発
と
運
動
体
の
自
主
財

源
確
保
を
図
る
活
動
と
し
て「
愛
の

ひ
と
し
ず
く
運
動
や
各
種
バ
ザ
ー
」

の
積
極
的
な
推
進

エ
　
鹿
児
島
県
立
桜
丘
養
護
学
校
の
移
転

整
備
と
桜
丘
・
皆
与
志
養
護
学
校
の

高
等
部
設
置
の
要
請
活
動

オ
　
鹿
児
島
市
特
別
支
援
教
育
研
究
会
と

の
連
携

カ
　
相
談
支
援
事
業
の
充
実

キ
　
障
害
の
あ
る
方
々
の
グ
ル
ー
プ
活
動

の
充
実
・
支
援

ク
　
障
害
者
の
雇
用
促
進
の
た
め
の
関
係

機
関
と
の
連
携
強
化

ケ
　
包
括
型
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
建
設
の

促
進

コ
　
障
害
の
あ
る
方
々
の
総
合
保
障
制
度

の
活
用
と
障
害
基
礎
年
金
の
引
き
上

げ

（
２
）事
業
体
と
の
連
携

ア
　
家
族
連
合
会（
運
動
体
）と
事
業
体
の

事
業
推
進
の
連
携

イ
　
法
人
職
員
の
支
援
・
協
力

４
　
事
業
計
画

（
１
）市
育
成
会
の
活
動
強
化

ア
　
月
例
会
の
開
催（
偶
数
月
第
一
金
曜
日
）

イ
　
学
齢
期
保
護
者
研
修
会
の
開
催

ウ
　
幹
事
会
の
開
催（
奇
数
月
第
一
金
曜
日
）

（
２
）相
談
支
援
事
業
の
運
営（
更
生
相
談
）

ア
　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
の
啓
発
と
実

践
活
動

（
３
）各
専
門
部
の
活
動

ア
　
広
報
部

（
ア
） 情
報
誌
の
発
行（
運
動
体
・
事
業
体

活
動
の
様
子
な
ど
）会
報
、
育
成
会

た
よ
り「
て
を
つ
な
ぐ
」、
育
成
会

の
し
お
り

（
イ
）育
成
会
の
組
織
・
家
族
連
合
会（
運

動
体
）の
活
動
内
容
等
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
内
容
充
実

（
ウ
）街
頭
広
報
活
動（
福
祉
強
調
月
間
　

９
月
）

（
エ
）育
成
会
活
動
の
啓
発
、
展
示
～
ふ

れ
あ
い
館
・
ゆ
う
あ
い
館
～

（
オ
）市
内
小
学
校
特
別
支
援
学
級
・
新

入
学
児
童
、
鹿
児
島
大
学
教
育
学

部
附
属
特
別
支
援
学
校
・
鹿
児
島

県
立
鹿
児
島
養
護
・
武
岡
台
養
護
・

桜
丘
養
護
学
校
新
入
学
児
童
へ
の

記
念
品
の
贈
呈

イ
　
研
修
部

（
ア
）研
修
会
等

ａ
　
家
族
研
修
会
、
学
齢
期
保
護
者
研

修
会
の
開
催

ｂ
　
知
的
障
害
者
支
援
施
設
・
特
別
支
援

学
校
等
の
見
学
・
研
修
会
の
開
催

ｃ
　
育
成
会
活
性
化
セ
ミ
ナ
ー
等
へ
の
参
加

（
イ
） 

相
談
員
研
修

ａ
　
鹿
児
島
市
知
的
障
害
者
相
談
員
研

修
会
へ
の
参
加

（
ウ
） 

関
係
研
修
会
等

ａ
　
第
５
回
全
国
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
連

合
会
全
国
大
会
京
都
大
会

ｂ
　
第
58
回
九
州
地
区
手
を
つ
な
ぐ
育

成
会
北
九
州
市
大
会

　
ウ
　
事
業
部

（
ア
） 

学
齢
期
へ
の
支
援

ａ
　
児
童
・
生
徒
の
特
別
支
援
教
育
へ

の
支
援

ｂ
　
鹿
児
島
市
特
別
支
援
教
育
研
究
会

へ
の
支
援

（
イ
） 

青
・
壮
年
期
へ
の
支
援

ａ
　
成
人
式
の
開
催

ｂ
　
青
年
学
級（
あ
ゆ
み
会
）の
活
動
支
援

ｃ
　
障
害
者
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
大
会

へ
の
参
加

ｄ
　
在
宅
障
害
者
の
社
会
参
加
促
進
等

の
支
援

ｅ
　
雇
用
促
進
の
た
め
の
関
係
機
関
と

の
連
携

（
ウ
） 

愛
の
ひ
と
し
ず
く
運
動
、
各
種
バ
ザ

ー
、
模
擬
店
の
推
進

エ
　
乳
幼
児
・
学
齢
期
及
び
重
度
障
害
児
等

へ
の
支
援

ａ
　
鴨
池
す
く
す
く
学
級
の
活
動
支
援

ｂ
　
在
宅
障
害
者
へ
の
相
談
支
援

オ
　
鹿
児
島
県
・
鹿
児
島
市
・
関
係
団
体

補
助
・
委
託
事
業

（
ア
） 

鹿
児
島
県
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
補
助

事
業

ａ
　
育
成
会
活
動
費
助
成

   

（
イ
） 

鹿
児
島
市
補
助
事
業

ａ
　
鹿
児
島
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
補

助
事
業

（
ａ
） 

市
民
・
家
族
・
学
齢
期
保
護
者
研

修
会
の
開
催

（
ｂ
） 

施
設
見
学
研
修
の
開
催

（
ｃ
） 

来
所
・
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
更

　
　   

生
相
談

（
ｄ
） 

第
52
回
　
仲
よ
し
運
動
会
の
開
催

　    

ｂ
　
社
会
参
加
促
進
事
業

（
ａ
） 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
教
室（
年
10
回
）

軽
ス
ポ
ー
ツ
・
生
け
花
教
室
・
鴨
池

す
く
す
く
学
級
・
あ
ゆ
み
会
活
動

（
ｂ
） 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
事
業（
年

10
回
）

　
　
　
利
用
者
に
よ
る
地
域
の
公
園
清
掃

作
業
等
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

（
ｃ
） 

知
的
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催

事
業

①
鹿
児
島
市
地
区
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ

大
会
の
開
催（
市
内
各
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
事
業
所
、
あ
ゆ
み
会
、
在
宅

者
等
）

②
鹿
児
島
市
地
区
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
記

録
会
の
開
催

（
ｄ
）知
的
障
害
児（
者
）ふ
れ
あ
い
事
業

　
　
　
１
日
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施

（
ウ
） 鹿
児
島
市
社
会
福
祉
協
議
会（
赤
い
羽

根
共
同
募
金
補
助
）

（
エ
） 鹿
児
島
市
社
会
事
業
協
会
　
委
託
事

業（
ふ
れ
あ
い
館
清
掃
作
業
委
託
）

カ
　
育
成
会
青
年
部（
あ
ゆ
み
会
）自
主
事
業

　
　
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
１
泊
旅
行

等
の
実
施

キ
　
鹿
児
島
市
障
害
者
関
係
団
体
と
の
共

催
事
業

ａ
　
第
７
回 

わ
く
わ
く
福
祉
交
流
フ
ェ

ア
へ
の
参
加

ｂ
　
第
５
回 

ゆ
う
あ
い
館
交
流
フ
ェ
ス

タ
へ
の
参
加
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社
会
福
祉
法
人

　
鹿
児
島
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会

　

平
成
二
十
九
年
度

　事
業
報
告

活
動
状
況
に
つ
い
て

平
成
二
十
九
年
四
月
か
ら
改
正
社
会
福
祉

法
が
本
格
施
行
さ
れ
、
非
営
利
法
人
と
し
て

の
透
明
性
と
強
固
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
よ
り
自

立
的
な
法
人
経
営
を
基
盤
と
し
て
、
公
益
性

を
示
し
、
そ
の
一
員
と
し
て
地
域
共
生
社
会

の
実
現
を
め
ざ
す
法
人
像
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
、
重
点
課
題
で
あ
っ
た
、

障
害
者
の
新
し
い
地
域
共
生
拠
点
の「
地
域
共

生
セ
ン
タ
ー
石
谷
の
郷
」の
建
設
計
画
の
策
定

に
取
り
組
み
ま
し
た
。（
補
助
金
申
請
中
）

ま
た
、
法
人
経
営
の
安
定
に
不
可
欠
な
人

材
の
確
保
や
資
質
の
向
上
、
職
員
待
遇
改
善

を
図
る
た
め
、
就
業
規
則
等
の
見
直
し
や
新

規
定
の
制
定
を
行
い
ま
し
た
。

一
方
、
利
用
者
本
人
や
家
族
の
要
望
に
応

え
る
と
と
も
に
法
人
の
増
収
を
図
る
た
め
各

事
業
所
に
お
い
て
実
施
し
た
土
曜
日
と
祝
日

の
サ
ー
ビ
ス
提
供
は
、
利
用
増
に
つ
な
が
り

ま
し
た
。

育
成
会
の
基
本
理
念
に
基
づ
く「
公
益
事

業
」に
お
い
て
は
、
法
人
の
事
業
所
家
族
会
の

会
員
を
基
盤
と
し
て「
鹿
児
島
市
手
を
つ
な
ぐ

家
族
連
合
会
」が
発
足
し
、
新
た
な
活
動
の
検

討
と
本
法
人
の
公
益
事
業
の
推
進
に
表
裏
一

体
と
な
っ
て
取
り
組
む
体
制
を
つ
く
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

事業収支と財産の状況（社会福祉事業）

(1) 収支の推移 (単位：円 )

平成 27年度 平成28年度 平成29年度

サービス活動収益 583,814,053 616,189,241 664,582,889

サービス活動費用 564,269,383 573,092,308 607,267,625

サービス活動外収益 8,840,488 9,502,058 9,269,254

サービス活動外費用 1,323,843 1,341,633 1,400,492

経常増減差額 27,061,315 51,257,358 65,184,026

特別収益 1,260,000 0 0

特別費用 860,000 2,313,678 0

特別増減差額 400,000 -2,313,678 0

当期活動増減差額 27,461,315 48,943,680 65,184,026

(2)　資産・負債の推移 (単位：円 )

平成 27年度 平成28年度 平成29年度

流　動　資　産 288,411,177 341,325,397 310,184,705

固　定　資　産 639,233,752 659,208,170 783,352,401

資　産　合　計 927,644,929 1,000,533,567 1,093,537,106

流　動　負　債 48,021,297 48,984,021 63,172,924

固　定　負　債 156,374,455 185,363,647 204,768,178

負　債　合　計 204,395,752 234,347,668 267,941,102

純　　資　　産 723,249,177 766,185,899 825,596,004
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平成 29年度　決算報告書
（平成29年４月１日〜平成30年３月31日）

平成 29 年度の決算が去る６月 27 日（水）の評議員会において承認されたのでご報告致します。

（単位：円）

貸借対照表
　　資産の部

科目 合計 本部 希望の園 育成センターコスモス 育成会地域包括（仮称） 第二コスモス とまと ふもと 公益事業

流動資産 310,184,705 4,656,590 42,930,730 93,258,068 3,165,971 108,686,326 29,797,168 24,062,540 3,627,312

基本財産 529,941,823 2,000,000 15,000,000 99,567,778 0 378,540,091 34,833,954 0 0

その他の固定資産 253,410,578 731,500 33,605,779 78,572,503 1,834,040 120,771,423 6,497,265 11,006,802 391,266

資産の部合計 1,093,537,106 7,388,090 91,536,509 271,398,349 5,000,011 607,997,840 71,128,387 35,069,342 4,018,578

　　負債の部
流動負債 63,172,924 1,513,762 9,093,149 13,535,892 0 22,135,540 10,471,887 4,686,985 1,735,709

固定負債 204,768,178 25,298,124 6,949,825 11,212,448 0 122,118,295 38,286,832 902,654 0

負債の部合計 267,941,102 26,811,886 16,042,974 24,748,340 0 144,253,835 48,758,719 5,589,639 1,735,709

基本金 201,805,425 2,000,000 0 75,439,421 0 124,366,004 0 0 0

国庫補助金等特別積立金 111,549,032 0 0 33,773,945 0 76,602,587 0 1,172,500 0

その他の積立金 180,514,820 0 26,779,820 61,735,000 0 92,000,000 0 0 0

次期繰越活動増減差額 331,726,727 △ 21,423,796 48,713,715 75,701,643 5,000,011 170,775,414 22,369,668 28,307,203 2,282,869

純資産の部合計 825,596,004 △ 19,423,796 75,493,535 246,650,009 5,000,011 463,744,005 22,369,668 29,479,703 2,282,869

負債及び純資産の部合計 1,093,537,106 7,388,090 91,536,509 271,398,349 5,000,011 607,997,840 71,128,387 35,069,342 4,018,578

資金収支計算書
事業活動収入 673,852,143 1,539,056 102,378,853 196,224,986 11 212,512,529 96,857,866 50,920,616 13,418,226

事業活動支出 587,027,041 16,411,965 88,066,504 160,875,000 0 167,437,321 84,248,094 48,574,898 21,413,259

事業活動資金収支差額 86,825,102 △ 14,872,909 14,312,349 35,349,986 11 45,075,208 12,609,772 2,345,718 △ 7,995,033

施設整備等収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

施設整備等支出 16,623,662 0 140,000 2,311,200 1,834,040 10,430,422 1,800,000 0 108,000

施設整備等資金収支差額 △ 16,623,662 0 △ 140,000 △ 2,311,200 △ 1,834,040 △ 10,430,422 △ 1,800,000 0 △ 108,000

その他の活動収入 31,150,140 25,000,000 71,305 4,778,224 0 1,179,798 29,855 90,958 0

その他の活動支出 147,185,244 175,500 885,658 52,582,869 0 91,847,975 1,093,867 547,183 52,192

その他の活動資金収支差額 △ 116,035,104 24,824,500 △ 814,353 △ 47,804,645 0 △ 90,668,177 △ 1,064,012 △ 456,225 △ 52,192

当期資金収支差額合計 △ 45,833,664 9,951,591 13,357,996 △ 14,765,859 △ 1,834,029 △ 56,023,391 9,745,760 1,889,493 △ 8,155,225

前期末支払資金残高 323,261,082 1,163,237 33,207,586 100,675,343 0 152,686,102 15,100,415 18,915,248 1,513,151

当期末支払資金残高 277,427,418 11,114,828 46,565,582 85,909,484 △ 1,834,029 96,662,711 24,846,175 20,804,741 △ 6,642,074

事業活動収支計算書
サービス活動収益 664,582,889 1,085,000 101,184,462 193,800,170 0 208,966,446 95,909,739 50,403,874 13,233,198

サービス活動費用 607,267,625 16,605,061 89,839,654 167,435,518 0 173,899,386 87,432,128 50,596,749 21,459,129

サービス活動増減差額 57,315,264 △ 15,520,061 11,344,808 26,364,652 0 35,067,060 8,477,611 △ 192,875 △ 8,225,931

サービス活動外収益 9,269,254 454,056 1,194,391 2,424,816 11 3,546,083 948,127 516,742 185,028

サービス活動外費用 1,400,492 57,328 32,346 0 0 1,127,511 183,307 0 0

サービス活動外増減差額 7,868,762 396,728 1,162,045 2,424,816 11 2,418,572 764,820 516,742 185,028

経常増減差額 65,184,026 △ 15,123,333 12,506,853 28,789,468 11 37,485,632 9,242,431 323,867 △ 8,040,903

特別収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別増減差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当期活動増減差額 65,184,026 △ 15,123,333 12,506,853 28,789,468 11 37,485,632 9,242,431 323,867 △ 8,040,903

前期繰越活動増減差額 402,392,701 716,537 45,837,826 93,384,675 0 219,277,327 13,610,228 27,983,336 1,582,772

当期末繰越活動増減差額 467,576,727 △ 14,406,796 58,344,679 122,174,143 11 256,762,959 22,852,659 28,307,203 △ 6,458,131

その他の積立金取崩額 4,150,000 0 0 4,150,000 0 0 0 0 0

その他の積立金積立額 140,000,000 0 0 50,000,000 0 90,000,000 0 0 0

次期繰越活動増減差額 331,726,727 △ 14,406,796 58,344,679 76,324,143 11 166,762,959 22,852,659 28,307,203 △ 6,458,131

（9）第 17 号 育成会たより てをつなぐ・会　報 平成 30 年９月１日

　この広報紙（てをつなぐ）は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発刊しております。

   

社
会
福
祉
法
人

鹿
児
島
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会

定

　
　
　
　款

第
１
章
　
総
　
　
則

（
目

　的
）

第
１
条
　
こ
の
社
会
福
祉
法
人（
以
下「
法
人
」

と
い
う
。）は
、
多
様
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が

そ
の
利
用
者
の
意
向
を
尊
重
し
て
総
合
的

に
提
供
さ
れ
る
よ
う
創
意
工
夫
す
る
こ
と

に
よ
り
、
利
用
者
が
個
人
の
尊
厳
を
保
持

し
つ
つ
自
立
し
た
生
活
を
地
域
社
会
に
お

い
て
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る

こ
と
、
ま
た
、
児
童
が
心
身
と
も
に
健
や

か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

次
の
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
。

（
１
）第
１
種
社
会
福
祉
事
業

　
　（
イ
）障
害
者
支
援
施
設
の
経
営

  

（
２
）第
２
種
社
会
福
祉
事
業

　
　（
イ
）障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
経
営

　
　（
ロ
）特
定
相
談
支
援
事
業
の
経
営

　
　（
ハ
）障
害
児
相
談
支
援
事
業
の
経
営

　
　（
ニ
）障
害
児
通
所
支
援
事
業
の
経
営

（
名

　称
）

第
２
条
　
こ
の
法
人
は
、
社
会
福
祉
法
人
鹿

児
島
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
と
い
う
。

（
経
営
の
原
則
等
）

第
３
条
　
こ
の
法
人
は
、
社
会
福
祉
事
業
の

主
た
る
担
い
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
事
業

を
確
実
、
効
果
的
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
、

自
主
的
に
そ
の
経
営
基
盤
の
強
化
を
図
る

と
と
も
に
、
そ
の
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
質
の
向
上
並
び
に
事
業
経
営
の
透
明

性
の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
地
域
福
祉
の

推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
に
貢
献
す
る

取
組
と
し
て
、
地
域
の
独
居
高
齢
者
、
子

育
て
世
帯
、
経
済
的
に
困
窮
す
る
者
等
を

支
援
す
る
た
め
、
無
料
又
は
低
額
な
料
金

で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
積
極
的
に
提
供
す
る

も
の
と
す
る
。

（
事
務
所
の
所
在
地
）

第
４
条
　
こ
の
法
人
の
事
務
所
を
鹿
児
島
県

鹿
児
島
市
清
和
一
丁
目
二
番
二
号
に
置
く
。

第
２
章
　
評
議
員

（
評
議
員
の
定
数
）

第
５
条
　
こ
の
法
人
に
評
議
員
七
名
を
置
く
。

（
評
議
員
の
選
任
及
び
解
任
）

第
６
条
　
こ
の
法
人
に
評
議
員
選
任
・
解
任

委
員
会
を
置
き
、
評
議
員
の
選
任
及
び
解

任
は
、
評
議
員
選
任
・
解
任
委
員
会
に
お

い
て
行
う
。

２
　
評
議
員
選
任
・
解
任
委
員
会
は
、
監
事

一
名
、
事
務
局
員
一
名
、
外
部
委
員
一
名

の
合
計
三
名
で
構
成
す
る
。

３
　
選
任
候
補
者
の
推
薦
及
び
解
任
の
提
案

は
、
理
事
会
が
行
う
。
評
議
員
選
任
・
解

任
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
の
細
則
は
、

理
事
会
に
お
い
て
定
め
る
。

４
　
選
任
候
補
者
の
推
薦
及
び
解
任
の
提
案

を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
者
が
評
議
員
と

し
て
適
任
及
び
不
適
任
と
判
断
し
た
理
由

を
委
員
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
評
議
員
選
任
・
解
任
委
員
会
の
決
議
は
、

委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
、
そ
の
過
半
数

を
も
っ
て
行
う
。
た
だ
し
、
外
部
委
員
が

出
席
し
、
賛
成
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

（
評
議
員
の
任
期
）	

第
７
条
　
評
議
員
の
任
期
は
、
選
任
後
四
年

以
内
に
終
了
す
る
会
計
年
度
の
う
ち
最
終

の
も
の
に
関
す
る
定
時
評
議
員
会
の
終
結

の
時
ま
で
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

２
　
任
期
の
満
了
前
に
退
任
し
た
評
議
員
の

補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
評
議
員
の
任
期

は
、
退
任
し
た
評
議
員
の
任
期
の
満
了
す

る
時
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
評
議
員
は
、
第
５
条
に
定
め
る
定
数
に

足
り
な
く
な
る
と
き
は
、
任
期
の
満
了
又

は
辞
任
に
よ
り
退
任
し
た
後
も
、
新
た
に

選
任
さ
れ
た
者
が
就
任
す
る
ま
で
、
な
お

評
議
員
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す
る
。

（
評
議
員
の
報
酬
等
）	

第
８
条
　
評
議
員
に
対
し
て
、
各
年
度
の
総

額
が
三
十
五
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
で
、

評
議
員
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
報
酬
等

の
支
給
の
基
準
に
従
っ
て
算
定
し
た
額
を
、

報
酬
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
３
章
　
評
議
員
会

（
構

　成
）

第
９
条
　
評
議
員
会
は
、
全
て
の
評
議
員
を

も
っ
て
構
成
す
る
。

（
権

　限
）

第
10
条
　
評
議
員
会
は
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
決
議
す
る
。 

　（
１
）理
事
及
び
監
事
の
選
任
又
は
解
任

　（
２
）理
事
及
び
監
事
の
報
酬
等
の
額

　
（
３
）理
事
及
び
監
事
並
び
に
評
議
員
に
対

　
　
　
す
る
報
酬
等
の
支
給
の
基
準

　
（
４
）計
算
書
類（
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計

　
　
　 

算
書
）及
び
財
産
目
録
の
承
認

　
（
５
）定
款
の
変
更

　
（
６
）残
余
財
産
の
処
分

　
（
７
）基
本
財
産
の
処
分

　
（
８
）社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承
認

　
（
９
）そ
の
他
評
議
員
会
で
決
議
す
る
も
の

　
　
　
と
し
て
法
令
又
は
こ
の
定
款
で
定
め

　
　
　
ら
れ
た
事
項

（
開

　催
）

第
11
条
　
評
議
員
会
は
、
定
時
評
議
員
会
と

し
て
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
ヶ
月
以
内
に

一
回
開
催
す
る
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
場
合

に
開
催
す
る
。 

（
招

　集
）

第
12
条
　
評
議
員
会
は
、
法
令
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
理
事
会
の
決
議

に
基
づ
き
理
事
長
が
招
集
す
る
。

２
　
評
議
員
は
、
理
事
長
に
対
し
、
評
議
員

会
の
目
的
で
あ
る
事
項
及
び
招
集
の
理
由

を
示
し
て
、
評
議
員
会
の
招
集
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
決

　議
）

第
13
条
　
評
議
員
会
の
決
議
は
、
決
議
に
つ

い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員

を
除
く
評
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
、
そ

の
過
半
数
を
も
っ
て
行
う
。 

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
決
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平成 29年度　決算報告書
（平成29年４月１日〜平成30年３月31日）

平成 29 年度の決算が去る６月 27 日（水）の評議員会において承認されたのでご報告致します。

（単位：円）

貸借対照表
　　資産の部

科目 合計 本部 希望の園 育成センターコスモス 育成会地域包括（仮称） 第二コスモス とまと ふもと 公益事業

流動資産 310,184,705 4,656,590 42,930,730 93,258,068 3,165,971 108,686,326 29,797,168 24,062,540 3,627,312

基本財産 529,941,823 2,000,000 15,000,000 99,567,778 0 378,540,091 34,833,954 0 0

その他の固定資産 253,410,578 731,500 33,605,779 78,572,503 1,834,040 120,771,423 6,497,265 11,006,802 391,266

資産の部合計 1,093,537,106 7,388,090 91,536,509 271,398,349 5,000,011 607,997,840 71,128,387 35,069,342 4,018,578

　　負債の部
流動負債 63,172,924 1,513,762 9,093,149 13,535,892 0 22,135,540 10,471,887 4,686,985 1,735,709

固定負債 204,768,178 25,298,124 6,949,825 11,212,448 0 122,118,295 38,286,832 902,654 0

負債の部合計 267,941,102 26,811,886 16,042,974 24,748,340 0 144,253,835 48,758,719 5,589,639 1,735,709

基本金 201,805,425 2,000,000 0 75,439,421 0 124,366,004 0 0 0

国庫補助金等特別積立金 111,549,032 0 0 33,773,945 0 76,602,587 0 1,172,500 0

その他の積立金 180,514,820 0 26,779,820 61,735,000 0 92,000,000 0 0 0

次期繰越活動増減差額 331,726,727 △ 21,423,796 48,713,715 75,701,643 5,000,011 170,775,414 22,369,668 28,307,203 2,282,869

純資産の部合計 825,596,004 △ 19,423,796 75,493,535 246,650,009 5,000,011 463,744,005 22,369,668 29,479,703 2,282,869

負債及び純資産の部合計 1,093,537,106 7,388,090 91,536,509 271,398,349 5,000,011 607,997,840 71,128,387 35,069,342 4,018,578

資金収支計算書
事業活動収入 673,852,143 1,539,056 102,378,853 196,224,986 11 212,512,529 96,857,866 50,920,616 13,418,226

事業活動支出 587,027,041 16,411,965 88,066,504 160,875,000 0 167,437,321 84,248,094 48,574,898 21,413,259

事業活動資金収支差額 86,825,102 △ 14,872,909 14,312,349 35,349,986 11 45,075,208 12,609,772 2,345,718 △ 7,995,033

施設整備等収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

施設整備等支出 16,623,662 0 140,000 2,311,200 1,834,040 10,430,422 1,800,000 0 108,000

施設整備等資金収支差額 △ 16,623,662 0 △ 140,000 △ 2,311,200 △ 1,834,040 △ 10,430,422 △ 1,800,000 0 △ 108,000

その他の活動収入 31,150,140 25,000,000 71,305 4,778,224 0 1,179,798 29,855 90,958 0

その他の活動支出 147,185,244 175,500 885,658 52,582,869 0 91,847,975 1,093,867 547,183 52,192

その他の活動資金収支差額 △ 116,035,104 24,824,500 △ 814,353 △ 47,804,645 0 △ 90,668,177 △ 1,064,012 △ 456,225 △ 52,192

当期資金収支差額合計 △ 45,833,664 9,951,591 13,357,996 △ 14,765,859 △ 1,834,029 △ 56,023,391 9,745,760 1,889,493 △ 8,155,225

前期末支払資金残高 323,261,082 1,163,237 33,207,586 100,675,343 0 152,686,102 15,100,415 18,915,248 1,513,151

当期末支払資金残高 277,427,418 11,114,828 46,565,582 85,909,484 △ 1,834,029 96,662,711 24,846,175 20,804,741 △ 6,642,074

事業活動収支計算書
サービス活動収益 664,582,889 1,085,000 101,184,462 193,800,170 0 208,966,446 95,909,739 50,403,874 13,233,198

サービス活動費用 607,267,625 16,605,061 89,839,654 167,435,518 0 173,899,386 87,432,128 50,596,749 21,459,129

サービス活動増減差額 57,315,264 △ 15,520,061 11,344,808 26,364,652 0 35,067,060 8,477,611 △ 192,875 △ 8,225,931

サービス活動外収益 9,269,254 454,056 1,194,391 2,424,816 11 3,546,083 948,127 516,742 185,028

サービス活動外費用 1,400,492 57,328 32,346 0 0 1,127,511 183,307 0 0

サービス活動外増減差額 7,868,762 396,728 1,162,045 2,424,816 11 2,418,572 764,820 516,742 185,028

経常増減差額 65,184,026 △ 15,123,333 12,506,853 28,789,468 11 37,485,632 9,242,431 323,867 △ 8,040,903

特別収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別増減差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当期活動増減差額 65,184,026 △ 15,123,333 12,506,853 28,789,468 11 37,485,632 9,242,431 323,867 △ 8,040,903

前期繰越活動増減差額 402,392,701 716,537 45,837,826 93,384,675 0 219,277,327 13,610,228 27,983,336 1,582,772

当期末繰越活動増減差額 467,576,727 △ 14,406,796 58,344,679 122,174,143 11 256,762,959 22,852,659 28,307,203 △ 6,458,131

その他の積立金取崩額 4,150,000 0 0 4,150,000 0 0 0 0 0

その他の積立金積立額 140,000,000 0 0 50,000,000 0 90,000,000 0 0 0

次期繰越活動増減差額 331,726,727 △ 14,406,796 58,344,679 76,324,143 11 166,762,959 22,852,659 28,307,203 △ 6,458,131

（9）第 17 号 育成会たより てをつなぐ・会　報 平成 30 年９月１日

　この広報紙（てをつなぐ）は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発刊しております。

   

社
会
福
祉
法
人

鹿
児
島
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会

定

　
　
　
　款

第
１
章
　
総
　
　
則

（
目

　的
）

第
１
条
　
こ
の
社
会
福
祉
法
人（
以
下「
法
人
」

と
い
う
。）は
、
多
様
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が

そ
の
利
用
者
の
意
向
を
尊
重
し
て
総
合
的

に
提
供
さ
れ
る
よ
う
創
意
工
夫
す
る
こ
と

に
よ
り
、
利
用
者
が
個
人
の
尊
厳
を
保
持

し
つ
つ
自
立
し
た
生
活
を
地
域
社
会
に
お

い
て
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る

こ
と
、
ま
た
、
児
童
が
心
身
と
も
に
健
や

か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

次
の
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
。

（
１
）第
１
種
社
会
福
祉
事
業

　
　（
イ
）障
害
者
支
援
施
設
の
経
営

  

（
２
）第
２
種
社
会
福
祉
事
業

　
　（
イ
）障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
経
営

　
　（
ロ
）特
定
相
談
支
援
事
業
の
経
営

　
　（
ハ
）障
害
児
相
談
支
援
事
業
の
経
営

　
　（
ニ
）障
害
児
通
所
支
援
事
業
の
経
営

（
名

　称
）

第
２
条
　
こ
の
法
人
は
、
社
会
福
祉
法
人
鹿

児
島
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
と
い
う
。

（
経
営
の
原
則
等
）

第
３
条
　
こ
の
法
人
は
、
社
会
福
祉
事
業
の

主
た
る
担
い
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
事
業

を
確
実
、
効
果
的
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
、

自
主
的
に
そ
の
経
営
基
盤
の
強
化
を
図
る

と
と
も
に
、
そ
の
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
質
の
向
上
並
び
に
事
業
経
営
の
透
明

性
の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
地
域
福
祉
の

推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
に
貢
献
す
る

取
組
と
し
て
、
地
域
の
独
居
高
齢
者
、
子

育
て
世
帯
、
経
済
的
に
困
窮
す
る
者
等
を

支
援
す
る
た
め
、
無
料
又
は
低
額
な
料
金

で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
積
極
的
に
提
供
す
る

も
の
と
す
る
。

（
事
務
所
の
所
在
地
）

第
４
条
　
こ
の
法
人
の
事
務
所
を
鹿
児
島
県

鹿
児
島
市
清
和
一
丁
目
二
番
二
号
に
置
く
。

第
２
章
　
評
議
員

（
評
議
員
の
定
数
）

第
５
条
　
こ
の
法
人
に
評
議
員
七
名
を
置
く
。

（
評
議
員
の
選
任
及
び
解
任
）

第
６
条
　
こ
の
法
人
に
評
議
員
選
任
・
解
任

委
員
会
を
置
き
、
評
議
員
の
選
任
及
び
解

任
は
、
評
議
員
選
任
・
解
任
委
員
会
に
お

い
て
行
う
。

２
　
評
議
員
選
任
・
解
任
委
員
会
は
、
監
事

一
名
、
事
務
局
員
一
名
、
外
部
委
員
一
名

の
合
計
三
名
で
構
成
す
る
。

３
　
選
任
候
補
者
の
推
薦
及
び
解
任
の
提
案

は
、
理
事
会
が
行
う
。
評
議
員
選
任
・
解

任
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
の
細
則
は
、

理
事
会
に
お
い
て
定
め
る
。

４
　
選
任
候
補
者
の
推
薦
及
び
解
任
の
提
案

を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
者
が
評
議
員
と

し
て
適
任
及
び
不
適
任
と
判
断
し
た
理
由

を
委
員
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
評
議
員
選
任
・
解
任
委
員
会
の
決
議
は
、

委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
、
そ
の
過
半
数

を
も
っ
て
行
う
。
た
だ
し
、
外
部
委
員
が

出
席
し
、
賛
成
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

（
評
議
員
の
任
期
）	

第
７
条
　
評
議
員
の
任
期
は
、
選
任
後
四
年

以
内
に
終
了
す
る
会
計
年
度
の
う
ち
最
終

の
も
の
に
関
す
る
定
時
評
議
員
会
の
終
結

の
時
ま
で
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

２
　
任
期
の
満
了
前
に
退
任
し
た
評
議
員
の

補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
評
議
員
の
任
期

は
、
退
任
し
た
評
議
員
の
任
期
の
満
了
す

る
時
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
評
議
員
は
、
第
５
条
に
定
め
る
定
数
に

足
り
な
く
な
る
と
き
は
、
任
期
の
満
了
又

は
辞
任
に
よ
り
退
任
し
た
後
も
、
新
た
に

選
任
さ
れ
た
者
が
就
任
す
る
ま
で
、
な
お

評
議
員
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す
る
。

（
評
議
員
の
報
酬
等
）	

第
８
条
　
評
議
員
に
対
し
て
、
各
年
度
の
総

額
が
三
十
五
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
で
、

評
議
員
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
報
酬
等

の
支
給
の
基
準
に
従
っ
て
算
定
し
た
額
を
、

報
酬
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
３
章
　
評
議
員
会

（
構

　成
）

第
９
条
　
評
議
員
会
は
、
全
て
の
評
議
員
を

も
っ
て
構
成
す
る
。

（
権

　限
）

第
10
条
　
評
議
員
会
は
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
決
議
す
る
。 

　（
１
）理
事
及
び
監
事
の
選
任
又
は
解
任

　（
２
）理
事
及
び
監
事
の
報
酬
等
の
額

　
（
３
）理
事
及
び
監
事
並
び
に
評
議
員
に
対

　
　
　
す
る
報
酬
等
の
支
給
の
基
準

　
（
４
）計
算
書
類（
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計

　
　
　 

算
書
）及
び
財
産
目
録
の
承
認

　
（
５
）定
款
の
変
更

　
（
６
）残
余
財
産
の
処
分

　
（
７
）基
本
財
産
の
処
分

　
（
８
）社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承
認

　
（
９
）そ
の
他
評
議
員
会
で
決
議
す
る
も
の

　
　
　
と
し
て
法
令
又
は
こ
の
定
款
で
定
め

　
　
　
ら
れ
た
事
項

（
開

　催
）

第
11
条
　
評
議
員
会
は
、
定
時
評
議
員
会
と

し
て
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
ヶ
月
以
内
に

一
回
開
催
す
る
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
場
合

に
開
催
す
る
。 

（
招

　集
）

第
12
条
　
評
議
員
会
は
、
法
令
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
理
事
会
の
決
議

に
基
づ
き
理
事
長
が
招
集
す
る
。

２
　
評
議
員
は
、
理
事
長
に
対
し
、
評
議
員

会
の
目
的
で
あ
る
事
項
及
び
招
集
の
理
由

を
示
し
て
、
評
議
員
会
の
招
集
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
決

　議
）

第
13
条
　
評
議
員
会
の
決
議
は
、
決
議
に
つ

い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員

を
除
く
評
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
、
そ

の
過
半
数
を
も
っ
て
行
う
。 

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
決
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議
は
、
決
議
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係

を
有
す
る
評
議
員
を
除
く
評
議
員
の
三
分

の
二
以
上
に
当
た
る
多
数
を
も
っ
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　（
１
）監
事
の
解
任

　（
２
）定
款
の
変
更

　（
３
）そ
の
他
法
令
で
定
め
ら
れ
た
事
項

３
　 

理
事
又
は
監
事
を
選
任
す
る
議
案
を
決

議
す
る
に
際
し
て
は
、
各
候
補
者
ご
と
に

第
１
項
の
決
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
理
事
又
は
監
事
の
候
補
者
の
合
計
数

が
第
15
条
に
定
め
る
定
数
を
上
回
る
場
合

に
は
、
過
半
数
の
賛
成
を
得
た
候
補
者
の

中
か
ら
得
票
数
の
多
い
順
に
定
数
の
枠
に

達
す
る
ま
で
の
者
を
選
任
す
る
こ
と
と
す

る
。

４
　
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
評
議
員（
当
該
事
項
に
つ
い
て
議
決

に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
る
。）の

全
員
が
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
同

意
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
評
議
員

会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
議
事
録
）	

第
14
条
　
評
議
員
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、

法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
事
録

を
作
成
す
る
。 

２
　
議
長
及
び
会
議
に
出
席
し
た
評
議
員
の

う
ち
か
ら
選
出
さ
れ
た
議
事
録
署
名
人
二

名
が
議
事
録
に
記
名
押
印
す
る
。

第
４
章
　
役
員
及
び
職
員

（
役
員
の
定
数
）

第
15
条
　
こ
の
法
人
に
は
、次
の
役
員
を
置
く
。

　（
１
）理
事
　
六
名

　（
２
）監
事
　
二
名

２
　
理
事
の
う
ち
一
名
を
理
事
長
と
す
る
。

３
　
理
事
長
以
外
の
理
事
の
う
ち
か
ら
必
要

に
応
じ
て
業
務
執
行
理
事
を
選
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
選
任
）

第
16
条
　
理
事
及
び
監
事
は
、
評
議
員
会
の

決
議
に
よ
っ
て
選
任
す
る
。

２
　
理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
は
、
理
事

会
の
決
議
に
よ
っ
て
理
事
の
中
か
ら
選
定

す
る
。

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
）

第
17
条
　
理
事
は
、
理
事
会
を
構
成
し
、
法

令
及
び
こ
の
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
職
務
を
執
行
す
る
。

２
　
理
事
長
は
、
法
令
及
び
こ
の
定
款
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法
人
を
代
表

し
、
そ
の
業
務
を
執
行
し
、
業
務
執
行
理

事
は
、
理
事
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法
人
の
業
務
を
分
担

執
行
す
る
。

３
　
理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
は
、
毎
会

計
年
度
に
四
月
を
超
え
る
間
隔
で
二
回
以

上
、
自
己
の
職
務
の
執
行
の
状
況
を
理
事

会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
事
の
職
務
及
び
権
限
）

第
18
条
　
監
事
は
、
理
事
の
職
務
の
執
行
を

監
査
し
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

監
査
報
告
を
作
成
す
る
。

２
　
監
事
は
、
い
つ
で
も
、
理
事
及
び
職
員

に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、
こ
の
法

人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
任
期
）

第
19
条
　
理
事
又
は
監
事
の
任
期
は
、
選
任

後
二
年
以
内
に
終
了
す
る
会
計
年
度
の
う

ち
最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
時
評
議
員
会

の
終
結
の
時
ま
で
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な

い
。

２
　
補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
理
事
又
は
監

事
の
任
期
は
、
前
任
者
の
任
期
の
満
了
す

る
時
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
理
事
又
は
監
事
は
、
第
15
条
に
定
め
る

定
数
に
足
り
な
く
な
る
と
き
は
、
任
期
の

満
了
又
は
辞
任
に
よ
り
退
任
し
た
後
も
、

新
た
に
選
任
さ
れ
た
者
が
就
任
す
る
ま
で
、

な
お
理
事
又
は
監
事
と
し
て
の
権
利
義
務

を
有
す
る
。

（
役
員
の
解
任
）

第
20
条
　
理
事
又
は
監
事
が
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
評
議
員
会
の
決

議
に
よ
っ
て
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
１
） 

職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
、
又
は
職

務
を
怠
っ
た
と
き
。

　
（
２
） 

心
身
の
故
障
の
た
め
、
職
務
の
執
行

に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
え

な
い
と
き
。

（
役
員
の
報
酬
等
）

第
21
条
　
理
事
及
び
監
事
に
対
し
て
、
評
議

員
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
総
額
の
範
囲

内
で
、
評
議
員
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る

報
酬
等
の
支
給
の
基
準
に
従
っ
て
算
定
し

た
額
を
報
酬
等
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
職

　員
）

第
22
条
　
こ
の
法
人
に
、
職
員
を
置
く
。

２
　
こ
の
法
人
の
設
置
経
営
す
る
施
設
の
長

他
の
重
要
な
職
員（
以
下「
施
設
長
等
」と
い

う
。）は
、
理
事
会
に
お
い
て
、
選
任
及
び

解
任
す
る
。

３
　
施
設
長
等
以
外
の
職
員
は
、
理
事
長
が

任
免
す
る
。

（
顧

　問
）

第
23
条
　
こ
の
法
人
に
顧
問
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
顧
問
は
理
事
会
の
同
意
を
経
て
、
評
議

員
会
の
承
認
を
受
け
、
理
事
長
が
委
嘱
す

る
。

３
　
顧
問
は
理
事
長
の
諮
問
に
応
じ
理
事
会

に
出
席
し
て
、
助
言
又
は
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
５
章
　
理
事
会

（
構

　成
）

第
24
条
　
理
事
会
は
、
全
て
の
理
事
を
も
っ

て
構
成
す
る
。

（
権

　限
）

第
25
条
　
理
事
会
は
、
次
の
職
務
を
行
う
。

た
だ
し
、
日
常
の
業
務
と
し
て
理
事
会
が

定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
理
事
長
が
専
決

し
、
こ
れ
を
理
事
会
に
報
告
す
る
。

　（
１
） 

こ
の
法
人
の
業
務
執
行
の
決
定

　（
２
） 

理
事
の
職
務
の
執
行
の
監
督

　（
３
） 

理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
の
選
定
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及
び
解
職

（
招

　集
）

第
26
条
　
理
事
会
は
、
理
事
長
が
招
集
す
る
。

２
　
理
事
長
が
欠
け
た
と
き
又
は
理
事
長
に

事
故
が
あ
る
と
き
は
、
各
理
事
が
理
事
会

を
招
集
す
る
。

（
決

　議
）

第
27
条
　
理
事
会
の
決
議
は
、
決
議
に
つ
い

て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
を
除

く
理
事
の
過
半
数
が
出
席
し
、
そ
の
過
半

数
を
も
っ
て
行
う
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
理
事（
当

該
事
項
に
つ
い
て
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が

で
き
る
者
に
限
る
。）の
全
員
が
書
面
又
は

電
磁
的
記
録
に
よ
り
同
意
の
意
思
表
示
を

し
た
と
き（
監
事
が
当
該
提
案
に
つ
い
て
異

議
を
述
べ
た
と
き
を
除
く
。）は
、
理
事
会

の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
議
事
録
）

第
28
条
　
理
事
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
法

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
事
録
を

作
成
す
る
。

２
　
当
該
会
議
に
出
席
し
た
理
事
長
及
び
監
事

は
議
事
録
に
記
名
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。

第
６
章
　
資
産
及
び
会
計

（
資
産
の
区
分
）

第
29
条
　
こ
の
法
人
の
資
産
は
，
こ
れ
を
分

け
て
基
本
財
産
、
そ
の
他
財
産
及
び
公
益

事
業
用
財
産
の
三
種
と
す
る
。

２
　
基
本
財
産
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
財

産
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

　（
１
）利
付
国
債
　
二
〇
〇
万
円

　（
２
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
犬
迫
町
一
一
二
三
四
番
所
在
の
鉄
筋

　
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
陸
屋
根
二
階
建

　
　
　
育
成
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス
園
舎
１
棟

　
　（
８
４
６
．
０
７
㎡
）

　（
３
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
犬
迫
町
一
一
二
三
四
番
所
在
の
鉄
筋

　
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
陸
屋
根
二
階
建

　
　
　
第
ニ
コ
ス
モ
ス
の
園
舎

　
　
　（
９
７
９
．
５
７
㎡
）

　（
４
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
犬
迫
町
一
一
二
三
四
番
所
在
の
育
成

　
　
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス
の
敷
地

　
　
　（
８
４
８
０
．
４
５
㎡
）

　（
５
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
東
谷
山
五
丁
目
八
番
二
十
一
の
土
地

　
　
　
　（
１
３
１
．
２
８
㎡
）

　（
６
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
石
谷
町
一
二
四
七
番
一
の
土
地

　
　
　（
５
９
９
．
３
６
㎡
）

　（
７
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
石
谷
町
一
二
四
七
番
一

　
　
　
児
童
福
祉
施
設
　
木
造
ス
レ
ー
ト
葺

　
　
２
階
建（
１
５
１
．
１
６
㎡
）

　
　
　
付
属
建
物
符
号
一
　
児
童
福
祉
施
設

　
　
軽
量
鉄
骨
造
合
金
メ
ッ
キ
鋼
板
ぶ
き

　
　
平
屋
建（
２
０
．
２
４
㎡
）

　（
８
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
犬
迫
町
一
一
二
三
四
番
地
所
在
の
鉄

　
　
骨
造
陸
屋
根
・
２
階
建

　
　
　
第
ニ
コ
ス
モ
ス
多
目
的
棟

　
　
　（
２
６
６
．
０
０
㎡
）

　（
９
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
犬
迫
町
一
一
二
三
四
番
地
四
　
　
　

　
　
作
業
所
　
木
造
セ
メ
ン
ト
か
わ
ら
ぶ

　
　
き
平
家
建（
４
５
．
０
３
㎡
）

　
　
　
焼
窯
場
　
軽
量
鉄
骨
造
ス
レ
ー
ト
ぶ

　
　
き
平
家
建（
１
１
．
７
０
㎡
）

　（
10
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町
　
　
　

　
　
一
一
二
三
三
番
の
土
地（
３
３
㎡
）

　（
11
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
一
の
土
地（
１
７
０
０
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
二
の
土
地（
７
３
９
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
十
三
の
土
地（
１
３
１
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
十
四
の
土
地（
１
３
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
三
番
二
の
土
地（
１
０
７
６
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町

　
　
　
一
〇
六
四
二
番
一
〇
の
土
地（
１
１
㎡
）

　（
12
） 

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
四
の
土
地（
２
０
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
十
六
の
土
地（
８
１
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
十
七
の
土
地（
９
．０
５
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町

　
　
　
一
〇
六
四
二
番
五
の
土
地（
１
．３
３
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町

　
　
　
一
〇
六
四
二
番
十
一
の
土
地（
５
３
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町

　
　
　
一
〇
六
四
二
番
十
二
の
土
地（
９
．１
７
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町

　
　
　
一
〇
六
四
二
番
十
三
の
土
地（
１
１
８
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町

　
　
　
一
〇
六
四
二
番
十
四
の
土
地（
１
２
㎡
）

　（
13
） 

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
星
ヶ
峯
一
丁
目

　
　
　 

三
一
二
四
番
地
八
一
の
土
地

　
　
　 

（
２
０
２
．
１
３
㎡
）

　（
14
） 

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
星
ヶ
峯
一
丁
目

　
　
　 

三
一
二
四
番
地
八
一
　
養
護
所

　
　
　 

木
造
合
金
メ
ッ
キ
鋼
板
ぶ
き
２
階
建

　
　 

（
１
５
８
．
１
７
㎡
）

３
　
そ
の
他
財
産
は
、
基
本
財
産
及
び
公
益

事
業
用
財
産
以
外
の
財
産
と
す
る
。

４
　
公
益
事
業
用
財
産
は
、
第
37
条
に
掲
げ

る
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
の
用
に
供
す

る
財
産
と
す
る
。

５
　
基
本
財
産
に
指
定
さ
れ
て
寄
附
さ
れ
た

金
品
は
、
速
や
か
に
第
２
項
に
掲
げ
る
た

め
、
必
要
な
手
続
き
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
基
本
財
産
の
処
分
）

第
30
条
　
基
本
財
産
を
処
分
し
、
又
は
担
保

に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理
事
会
及

び
評
議
員
会
の
承
認
を
得
て
、
鹿
児
島
市

長
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

鹿
児
島
市
長
の
承
認
は
必
要
と
し
な
い
。

（
１
）独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
に
対

し
基
本
財
産
を
担
保
に
供
す
る
場
合

（
２
）独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
と
協

調
融
資（
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
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議
は
、
決
議
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係

を
有
す
る
評
議
員
を
除
く
評
議
員
の
三
分

の
二
以
上
に
当
た
る
多
数
を
も
っ
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　（
１
）監
事
の
解
任

　（
２
）定
款
の
変
更

　（
３
）そ
の
他
法
令
で
定
め
ら
れ
た
事
項

３
　 

理
事
又
は
監
事
を
選
任
す
る
議
案
を
決

議
す
る
に
際
し
て
は
、
各
候
補
者
ご
と
に

第
１
項
の
決
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
理
事
又
は
監
事
の
候
補
者
の
合
計
数

が
第
15
条
に
定
め
る
定
数
を
上
回
る
場
合

に
は
、
過
半
数
の
賛
成
を
得
た
候
補
者
の

中
か
ら
得
票
数
の
多
い
順
に
定
数
の
枠
に

達
す
る
ま
で
の
者
を
選
任
す
る
こ
と
と
す

る
。

４
　
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
評
議
員（
当
該
事
項
に
つ
い
て
議
決

に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
る
。）の

全
員
が
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
同

意
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
評
議
員

会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
議
事
録
）	

第
14
条
　
評
議
員
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、

法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
事
録

を
作
成
す
る
。 

２
　
議
長
及
び
会
議
に
出
席
し
た
評
議
員
の

う
ち
か
ら
選
出
さ
れ
た
議
事
録
署
名
人
二

名
が
議
事
録
に
記
名
押
印
す
る
。

第
４
章
　
役
員
及
び
職
員

（
役
員
の
定
数
）

第
15
条
　
こ
の
法
人
に
は
、次
の
役
員
を
置
く
。

　（
１
）理
事
　
六
名

　（
２
）監
事
　
二
名

２
　
理
事
の
う
ち
一
名
を
理
事
長
と
す
る
。

３
　
理
事
長
以
外
の
理
事
の
う
ち
か
ら
必
要

に
応
じ
て
業
務
執
行
理
事
を
選
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
選
任
）

第
16
条
　
理
事
及
び
監
事
は
、
評
議
員
会
の

決
議
に
よ
っ
て
選
任
す
る
。

２
　
理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
は
、
理
事

会
の
決
議
に
よ
っ
て
理
事
の
中
か
ら
選
定

す
る
。

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
）

第
17
条
　
理
事
は
、
理
事
会
を
構
成
し
、
法

令
及
び
こ
の
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
職
務
を
執
行
す
る
。

２
　
理
事
長
は
、
法
令
及
び
こ
の
定
款
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法
人
を
代
表

し
、
そ
の
業
務
を
執
行
し
、
業
務
執
行
理

事
は
、
理
事
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法
人
の
業
務
を
分
担

執
行
す
る
。

３
　
理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
は
、
毎
会

計
年
度
に
四
月
を
超
え
る
間
隔
で
二
回
以

上
、
自
己
の
職
務
の
執
行
の
状
況
を
理
事

会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
事
の
職
務
及
び
権
限
）

第
18
条
　
監
事
は
、
理
事
の
職
務
の
執
行
を

監
査
し
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

監
査
報
告
を
作
成
す
る
。

２
　
監
事
は
、
い
つ
で
も
、
理
事
及
び
職
員

に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、
こ
の
法

人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
任
期
）

第
19
条
　
理
事
又
は
監
事
の
任
期
は
、
選
任

後
二
年
以
内
に
終
了
す
る
会
計
年
度
の
う

ち
最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
時
評
議
員
会

の
終
結
の
時
ま
で
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な

い
。

２
　
補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
理
事
又
は
監

事
の
任
期
は
、
前
任
者
の
任
期
の
満
了
す

る
時
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
理
事
又
は
監
事
は
、
第
15
条
に
定
め
る

定
数
に
足
り
な
く
な
る
と
き
は
、
任
期
の

満
了
又
は
辞
任
に
よ
り
退
任
し
た
後
も
、

新
た
に
選
任
さ
れ
た
者
が
就
任
す
る
ま
で
、

な
お
理
事
又
は
監
事
と
し
て
の
権
利
義
務

を
有
す
る
。

（
役
員
の
解
任
）

第
20
条
　
理
事
又
は
監
事
が
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
評
議
員
会
の
決

議
に
よ
っ
て
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
１
） 

職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
、
又
は
職

務
を
怠
っ
た
と
き
。

　
（
２
） 

心
身
の
故
障
の
た
め
、
職
務
の
執
行

に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
え

な
い
と
き
。

（
役
員
の
報
酬
等
）

第
21
条
　
理
事
及
び
監
事
に
対
し
て
、
評
議

員
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
総
額
の
範
囲

内
で
、
評
議
員
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る

報
酬
等
の
支
給
の
基
準
に
従
っ
て
算
定
し

た
額
を
報
酬
等
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
職

　員
）

第
22
条
　
こ
の
法
人
に
、
職
員
を
置
く
。

２
　
こ
の
法
人
の
設
置
経
営
す
る
施
設
の
長

他
の
重
要
な
職
員（
以
下「
施
設
長
等
」と
い

う
。）は
、
理
事
会
に
お
い
て
、
選
任
及
び

解
任
す
る
。

３
　
施
設
長
等
以
外
の
職
員
は
、
理
事
長
が

任
免
す
る
。

（
顧

　問
）

第
23
条
　
こ
の
法
人
に
顧
問
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
顧
問
は
理
事
会
の
同
意
を
経
て
、
評
議

員
会
の
承
認
を
受
け
、
理
事
長
が
委
嘱
す

る
。

３
　
顧
問
は
理
事
長
の
諮
問
に
応
じ
理
事
会

に
出
席
し
て
、
助
言
又
は
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
５
章
　
理
事
会

（
構

　成
）

第
24
条
　
理
事
会
は
、
全
て
の
理
事
を
も
っ

て
構
成
す
る
。

（
権

　限
）

第
25
条
　
理
事
会
は
、
次
の
職
務
を
行
う
。

た
だ
し
、
日
常
の
業
務
と
し
て
理
事
会
が

定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
理
事
長
が
専
決

し
、
こ
れ
を
理
事
会
に
報
告
す
る
。

　（
１
） 

こ
の
法
人
の
業
務
執
行
の
決
定

　（
２
） 

理
事
の
職
務
の
執
行
の
監
督

　（
３
） 

理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
の
選
定
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及
び
解
職

（
招

　集
）

第
26
条
　
理
事
会
は
、
理
事
長
が
招
集
す
る
。

２
　
理
事
長
が
欠
け
た
と
き
又
は
理
事
長
に

事
故
が
あ
る
と
き
は
、
各
理
事
が
理
事
会

を
招
集
す
る
。

（
決

　議
）

第
27
条
　
理
事
会
の
決
議
は
、
決
議
に
つ
い

て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
を
除

く
理
事
の
過
半
数
が
出
席
し
、
そ
の
過
半

数
を
も
っ
て
行
う
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
理
事（
当

該
事
項
に
つ
い
て
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が

で
き
る
者
に
限
る
。）の
全
員
が
書
面
又
は

電
磁
的
記
録
に
よ
り
同
意
の
意
思
表
示
を

し
た
と
き（
監
事
が
当
該
提
案
に
つ
い
て
異

議
を
述
べ
た
と
き
を
除
く
。）は
、
理
事
会

の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
議
事
録
）

第
28
条
　
理
事
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
法

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
事
録
を

作
成
す
る
。

２
　
当
該
会
議
に
出
席
し
た
理
事
長
及
び
監
事

は
議
事
録
に
記
名
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。

第
６
章
　
資
産
及
び
会
計

（
資
産
の
区
分
）

第
29
条
　
こ
の
法
人
の
資
産
は
，
こ
れ
を
分

け
て
基
本
財
産
、
そ
の
他
財
産
及
び
公
益

事
業
用
財
産
の
三
種
と
す
る
。

２
　
基
本
財
産
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
財

産
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

　（
１
）利
付
国
債
　
二
〇
〇
万
円

　（
２
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
犬
迫
町
一
一
二
三
四
番
所
在
の
鉄
筋

　
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
陸
屋
根
二
階
建

　
　
　
育
成
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス
園
舎
１
棟

　
　（
８
４
６
．
０
７
㎡
）

　（
３
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
犬
迫
町
一
一
二
三
四
番
所
在
の
鉄
筋

　
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
陸
屋
根
二
階
建

　
　
　
第
ニ
コ
ス
モ
ス
の
園
舎

　
　
　（
９
７
９
．
５
７
㎡
）

　（
４
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
犬
迫
町
一
一
二
三
四
番
所
在
の
育
成

　
　
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス
の
敷
地

　
　
　（
８
４
８
０
．
４
５
㎡
）

　（
５
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
東
谷
山
五
丁
目
八
番
二
十
一
の
土
地

　
　
　
　（
１
３
１
．
２
８
㎡
）

　（
６
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
石
谷
町
一
二
四
七
番
一
の
土
地

　
　
　（
５
９
９
．
３
６
㎡
）

　（
７
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
石
谷
町
一
二
四
七
番
一

　
　
　
児
童
福
祉
施
設
　
木
造
ス
レ
ー
ト
葺

　
　
２
階
建（
１
５
１
．
１
６
㎡
）

　
　
　
付
属
建
物
符
号
一
　
児
童
福
祉
施
設

　
　
軽
量
鉄
骨
造
合
金
メ
ッ
キ
鋼
板
ぶ
き

　
　
平
屋
建（
２
０
．
２
４
㎡
）

　（
８
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
犬
迫
町
一
一
二
三
四
番
地
所
在
の
鉄

　
　
骨
造
陸
屋
根
・
２
階
建

　
　
　
第
ニ
コ
ス
モ
ス
多
目
的
棟

　
　
　（
２
６
６
．
０
０
㎡
）

　（
９
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

　
　
　
犬
迫
町
一
一
二
三
四
番
地
四
　
　
　

　
　
作
業
所
　
木
造
セ
メ
ン
ト
か
わ
ら
ぶ

　
　
き
平
家
建（
４
５
．
０
３
㎡
）

　
　
　
焼
窯
場
　
軽
量
鉄
骨
造
ス
レ
ー
ト
ぶ

　
　
き
平
家
建（
１
１
．
７
０
㎡
）

　（
10
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町
　
　
　

　
　
一
一
二
三
三
番
の
土
地（
３
３
㎡
）

　（
11
）鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
一
の
土
地（
１
７
０
０
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
二
の
土
地（
７
３
９
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
十
三
の
土
地（
１
３
１
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
十
四
の
土
地（
１
３
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
三
番
二
の
土
地（
１
０
７
６
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町

　
　
　
一
〇
六
四
二
番
一
〇
の
土
地（
１
１
㎡
）

　（
12
） 

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
四
の
土
地（
２
０
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
十
六
の
土
地（
８
１
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
石
谷
町

　
　
　
一
一
二
二
番
十
七
の
土
地（
９
．０
５
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町

　
　
　
一
〇
六
四
二
番
五
の
土
地（
１
．３
３
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町

　
　
　
一
〇
六
四
二
番
十
一
の
土
地（
５
３
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町

　
　
　
一
〇
六
四
二
番
十
二
の
土
地（
９
．１
７
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町

　
　
　
一
〇
六
四
二
番
十
三
の
土
地（
１
１
８
㎡
）

　
　
　
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
犬
迫
町

　
　
　
一
〇
六
四
二
番
十
四
の
土
地（
１
２
㎡
）

　（
13
） 

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
星
ヶ
峯
一
丁
目

　
　
　 

三
一
二
四
番
地
八
一
の
土
地

　
　
　 

（
２
０
２
．
１
３
㎡
）

　（
14
） 

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
星
ヶ
峯
一
丁
目

　
　
　 

三
一
二
四
番
地
八
一
　
養
護
所

　
　
　 

木
造
合
金
メ
ッ
キ
鋼
板
ぶ
き
２
階
建

　
　 

（
１
５
８
．
１
７
㎡
）

３
　
そ
の
他
財
産
は
、
基
本
財
産
及
び
公
益

事
業
用
財
産
以
外
の
財
産
と
す
る
。

４
　
公
益
事
業
用
財
産
は
、
第
37
条
に
掲
げ

る
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
の
用
に
供
す

る
財
産
と
す
る
。

５
　
基
本
財
産
に
指
定
さ
れ
て
寄
附
さ
れ
た

金
品
は
、
速
や
か
に
第
２
項
に
掲
げ
る
た

め
、
必
要
な
手
続
き
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
基
本
財
産
の
処
分
）

第
30
条
　
基
本
財
産
を
処
分
し
、
又
は
担
保

に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理
事
会
及

び
評
議
員
会
の
承
認
を
得
て
、
鹿
児
島
市

長
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

鹿
児
島
市
長
の
承
認
は
必
要
と
し
な
い
。

（
１
）独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
に
対

し
基
本
財
産
を
担
保
に
供
す
る
場
合

（
２
）独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
と
協

調
融
資（
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
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フ レ ッ シ ャ ー ズ
育成会の事業所を新たに一年間利用された方々のコメントを頂いていますので，ご紹介します。

ふもとに通って一年
ふもと

西須　咲紀
　わたしは、そつぎょうご、ふもとにかよっています。
ふもとに行くと、みんなが、えがおでこえをかけてくれ
ます。
はし入れやはこの中じきもします。いただいたお金を大
切につかいます。
これからも、みんなと仲よく、げんきにかよいたいです。

毎日が楽しいです！
希望の園 保護者
税所　貴子

　「希望の園大好き」と娘はとてもいい笑顔でよく話し
てくれます。希望の園での二年目を迎え、皆様にご迷惑
をおかけする事もたくさんありますが、毎日嬉しそうに
一人で出掛ける後ろ姿は親にも元気をくれます。少し箱
折りを頑張っては、指に増えるカットバンも微笑ましく
思います。これからも元気で皆様と仲よく通える事を願
っています。

この一年を通して
育成センターコスモス 保護者
磯部　美和子

　学校からの実習が楽しかったのか，合っていたのか、
コスモスへ行きたいと本人の意志で利用をする事に決め
ました。
体調が悪く、お休みをすることが多いですが、「行きた
くない。」と言わないので、安心しています。

とまと大好き！！
とまと 保護者
小林　ゆかり

　とまとの送迎車を見ると、大きな声を出し喜び勇んで
乗っていきます。日曜日もとまとに行く！と、リュック
を抱えて起きてきます。昨年は、利用日を増やした程で
した。
こうした姿を見られることが、親として何より嬉しく頼
もしい限りです。
これからも、笑顔いっぱいで楽しい日々が過ごせますよ
うに。

平成 30 年９月１日 育成会たより てをつなぐ・会　報 第 17 号（12）
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構
の
福
祉
貸
付
が
行
う
施
設
整
備
の

た
め
の
資
金
に
対
す
る
融
資
と
併
せ

て
行
う
同
一
の
財
産
を
担
保
と
す
る

当
該
施
設
整
備
の
た
め
の
資
金
に
対

す
る
融
資
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に

関
す
る
契
約
を
結
ん
だ
民
間
金
融
機

関
に
対
し
て
基
本
財
産
を
担
保
に
供

す
る
場
合（
協
調
融
資
に
係
る
担
保
に

限
る
。）

（
資
産
の
管
理
）

第
31
条
　
こ
の
法
人
の
資
産
は
、
理
事
会
の
定

め
る
方
法
に
よ
り
、
理
事
長
が
管
理
す
る
。

２
　
資
産
の
う
ち
現
金
は
、
確
実
な
金
融
機

関
に
預
け
入
れ
、
確
実
な
信
託
会
社
に
信

託
し
、
又
は
確
実
な
有
価
証
券
に
換
え
て
、

保
管
す
る
。

（
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
）

第
32
条
　
こ
の
法
人
の
事
業
計
画
書
及
び
収

支
予
算
書
に
つ
い
て
は
、
毎
会
計
年
度
開

始
の
日
の
前
日
ま
で
に
、
理
事
長
が
作
成

し
、
理
事
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同

様
と
す
る
。

２
　
前
項
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
主
た
る
事

務
所
に
当
該
会
計
年
度
が
終
了
す
る
ま
で

の
間
備
え
置
き
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る

も
の
と
す
る
。

（
事
業
報
告
及
び
決
算
）

第
33
条
　
こ
の
法
人
の
事
業
報
告
及
び
決
算

に
つ
い
て
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
、
理

事
長
が
次
の
書
類
を
作
成
し
、
監
事
の
監

査
を
受
け
た
上
で
、
理
事
会
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
１
）事
業
報
告

　（
２
）事
業
報
告
の
附
属
明
細
書

　（
３
）貸
借
対
照
表

　（
４
）収
支
計
算
書（
資
金
収
支
計
算
書
及
び

　
　
　
事
業
活
動
計
算
書
）

　（
５
）貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書（
資
金

　
　
　
収
支
計
算
書
及
び
事
業
活
動
計
算
書
）

　
　
　
の
附
属
明
細
書

　（
６
）財
産
目
録

２
　
前
項
の
承
認
を
受
け
た
書
類
の
う
ち
、

第
１
号
、
第
３
号
、
第
４
号
及
び
第
６
号

の
書
類
に
つ
い
て
は
、
定
時
評
議
員
会
に

提
出
し
、
第
１
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
そ

の
内
容
を
報
告
し
、
そ
の
他
の
書
類
に
つ

い
て
は
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
第
１
項
の
書
類
の
ほ
か
、
次
の
書
類
を

主
た
る
事
務
所
に
五
年
間
備
え
置
き
、
一

般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
定
款
を

主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
き
、
一
般
の
閲

覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

　（
１
）監
査
報
告

　（
２
）理
事
及
び
監
事
並
び
に
評
議
員
の
名
簿

　（
３
）理
事
及
び
監
事
並
び
に
評
議
員
の
報

　
　
　
酬
等
の
支
給
の
基
準
を
記
載
し
た
書
類

　（
４
）事
業
の
概
要
等
を
記
載
し
た
書
類

（
会
計
年
度
）

第
34
条
　
こ
の
法
人
の
会
計
年
度
は
、
毎
年

四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一

日
を
も
っ
て
終
わ
る
。

（
会
計
処
理
の
基
準
）

第
35
条
　
こ
の
法
人
の
会
計
に
関
し
て
は
、

法
令
等
及
び
こ
の
定
款
に
定
め
の
あ
る
も

の
の
ほ
か
、
理
事
会
に
お
い
て
定
め
る
経

理
規
程
に
よ
り
処
理
す
る
。

（
臨
機
の
措
置
）

第
36
条
　
予
算
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
新
た
に
義
務
の
負
担
を
し
、
又
は
権

利
の
放
棄
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理

事
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
７
章
　
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業

（
種

　別
）

第
37
条
　
こ
の
法
人
は
、
社
会
福
祉
法
第
26

条
の
規
定
に
よ
り
、
利
用
者
が
個
人
の
尊

厳
を
保
持
し
つ
つ
、
自
立
し
た
生
活
を
地

域
社
会
に
お
い
て
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
支
援
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
て
、

次
の
事
業
を
行
う
。

　（
１
）子
育
て
支
援
事
業 

　（
２
）就
労
・
自
立
支
援
事
業

　（
３
）ス
ポ
ー
ツ
活
動
事
業 

　（
４
）そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業

２
　
前
項
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
理
事
総
数
の
三
分
の
二
以
上

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
８
章
　
解
　
　
散

（
解

　散
）

第
38
条
　
こ
の
法
人
は
、
社
会
福
祉
法
第
46

条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
３
号
か
ら
第
６

号
ま
で
の
解
散
事
由
に
よ
り
解
散
す
る
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
39
条
　
解
散（
合
併
又
は
破
産
に
よ
る
解
散

を
除
く
。）し
た
場
合
に
お
け
る
残
余
財
産

は
、
評
議
員
会
の
決
議
を
得
て
、
社
会
福

祉
法
人
並
び
に
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
学

校
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
う
ち
か
ら

選
出
さ
れ
た
も
の
に
帰
属
す
る
。

第
９
章
　
定
款
の
変
更

（
定
款
の
変
更
）

第
40
条
　
こ
の
定
款
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
評
議
員
会
の
決
議
を
得
て
、
鹿

児
島
市
長
の
認
可（
社
会
福
祉
法
第
45
条
の

36
第
２
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。）を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

に
係
る
定
款
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
そ
の
旨
を
鹿
児
島
市
長
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
10
章
　
公
告
の
方
法
そ
の
他

（
公
告
の
方
法
）

第
41
条
　
こ
の
法
人
の
公
告
は
、
社
会
福
祉

法
人
鹿
児
島
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
の
掲

示
場
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
機
関
誌「
会

報
」、
官
報
、
新
聞
又
は
電
子
公
告
に
記
載

し
て
行
う
。

（
施
行
細
則
）

第
42
条
　
こ
の
定
款
の
施
行
に
つ
い
て
の
細

則
は
、
理
事
会
に
お
い
て
定
め
る
。
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フ レ ッ シ ャ ー ズ
育成会の事業所を新たに一年間利用された方々のコメントを頂いていますので，ご紹介します。

ふもとに通って一年
ふもと

西須　咲紀
　わたしは、そつぎょうご、ふもとにかよっています。
ふもとに行くと、みんなが、えがおでこえをかけてくれ
ます。
はし入れやはこの中じきもします。いただいたお金を大
切につかいます。
これからも、みんなと仲よく、げんきにかよいたいです。

毎日が楽しいです！
希望の園 保護者
税所　貴子

　「希望の園大好き」と娘はとてもいい笑顔でよく話し
てくれます。希望の園での二年目を迎え、皆様にご迷惑
をおかけする事もたくさんありますが、毎日嬉しそうに
一人で出掛ける後ろ姿は親にも元気をくれます。少し箱
折りを頑張っては、指に増えるカットバンも微笑ましく
思います。これからも元気で皆様と仲よく通える事を願
っています。

この一年を通して
育成センターコスモス 保護者
磯部　美和子

　学校からの実習が楽しかったのか，合っていたのか、
コスモスへ行きたいと本人の意志で利用をする事に決め
ました。
体調が悪く、お休みをすることが多いですが、「行きた
くない。」と言わないので、安心しています。

とまと大好き！！
とまと 保護者
小林　ゆかり

　とまとの送迎車を見ると、大きな声を出し喜び勇んで
乗っていきます。日曜日もとまとに行く！と、リュック
を抱えて起きてきます。昨年は、利用日を増やした程で
した。
こうした姿を見られることが、親として何より嬉しく頼
もしい限りです。
これからも、笑顔いっぱいで楽しい日々が過ごせますよ
うに。

平成 30 年９月１日 育成会たより てをつなぐ・会　報 第 17 号（12）
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構
の
福
祉
貸
付
が
行
う
施
設
整
備
の

た
め
の
資
金
に
対
す
る
融
資
と
併
せ

て
行
う
同
一
の
財
産
を
担
保
と
す
る

当
該
施
設
整
備
の
た
め
の
資
金
に
対

す
る
融
資
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に

関
す
る
契
約
を
結
ん
だ
民
間
金
融
機

関
に
対
し
て
基
本
財
産
を
担
保
に
供

す
る
場
合（
協
調
融
資
に
係
る
担
保
に

限
る
。）

（
資
産
の
管
理
）

第
31
条
　
こ
の
法
人
の
資
産
は
、
理
事
会
の
定

め
る
方
法
に
よ
り
、
理
事
長
が
管
理
す
る
。

２
　
資
産
の
う
ち
現
金
は
、
確
実
な
金
融
機

関
に
預
け
入
れ
、
確
実
な
信
託
会
社
に
信

託
し
、
又
は
確
実
な
有
価
証
券
に
換
え
て
、

保
管
す
る
。

（
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
）

第
32
条
　
こ
の
法
人
の
事
業
計
画
書
及
び
収

支
予
算
書
に
つ
い
て
は
、
毎
会
計
年
度
開

始
の
日
の
前
日
ま
で
に
、
理
事
長
が
作
成

し
、
理
事
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同

様
と
す
る
。

２
　
前
項
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
主
た
る
事

務
所
に
当
該
会
計
年
度
が
終
了
す
る
ま
で

の
間
備
え
置
き
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る

も
の
と
す
る
。

（
事
業
報
告
及
び
決
算
）

第
33
条
　
こ
の
法
人
の
事
業
報
告
及
び
決
算

に
つ
い
て
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
、
理

事
長
が
次
の
書
類
を
作
成
し
、
監
事
の
監

査
を
受
け
た
上
で
、
理
事
会
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
１
）事
業
報
告

　（
２
）事
業
報
告
の
附
属
明
細
書

　（
３
）貸
借
対
照
表

　（
４
）収
支
計
算
書（
資
金
収
支
計
算
書
及
び

　
　
　
事
業
活
動
計
算
書
）

　（
５
）貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書（
資
金

　
　
　
収
支
計
算
書
及
び
事
業
活
動
計
算
書
）

　
　
　
の
附
属
明
細
書

　（
６
）財
産
目
録

２
　
前
項
の
承
認
を
受
け
た
書
類
の
う
ち
、

第
１
号
、
第
３
号
、
第
４
号
及
び
第
６
号

の
書
類
に
つ
い
て
は
、
定
時
評
議
員
会
に

提
出
し
、
第
１
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
そ

の
内
容
を
報
告
し
、
そ
の
他
の
書
類
に
つ

い
て
は
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
第
１
項
の
書
類
の
ほ
か
、
次
の
書
類
を

主
た
る
事
務
所
に
五
年
間
備
え
置
き
、
一

般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
定
款
を

主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
き
、
一
般
の
閲

覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

　（
１
）監
査
報
告

　（
２
）理
事
及
び
監
事
並
び
に
評
議
員
の
名
簿

　（
３
）理
事
及
び
監
事
並
び
に
評
議
員
の
報

　
　
　
酬
等
の
支
給
の
基
準
を
記
載
し
た
書
類

　（
４
）事
業
の
概
要
等
を
記
載
し
た
書
類

（
会
計
年
度
）

第
34
条
　
こ
の
法
人
の
会
計
年
度
は
、
毎
年

四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一

日
を
も
っ
て
終
わ
る
。

（
会
計
処
理
の
基
準
）

第
35
条
　
こ
の
法
人
の
会
計
に
関
し
て
は
、

法
令
等
及
び
こ
の
定
款
に
定
め
の
あ
る
も

の
の
ほ
か
、
理
事
会
に
お
い
て
定
め
る
経

理
規
程
に
よ
り
処
理
す
る
。

（
臨
機
の
措
置
）

第
36
条
　
予
算
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
新
た
に
義
務
の
負
担
を
し
、
又
は
権

利
の
放
棄
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理

事
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
７
章
　
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業

（
種

　別
）

第
37
条
　
こ
の
法
人
は
、
社
会
福
祉
法
第
26

条
の
規
定
に
よ
り
、
利
用
者
が
個
人
の
尊

厳
を
保
持
し
つ
つ
、
自
立
し
た
生
活
を
地

域
社
会
に
お
い
て
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
支
援
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
て
、

次
の
事
業
を
行
う
。

　（
１
）子
育
て
支
援
事
業 

　（
２
）就
労
・
自
立
支
援
事
業

　（
３
）ス
ポ
ー
ツ
活
動
事
業 

　（
４
）そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業

２
　
前
項
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
理
事
総
数
の
三
分
の
二
以
上

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
８
章
　
解
　
　
散

（
解

　散
）

第
38
条
　
こ
の
法
人
は
、
社
会
福
祉
法
第
46

条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
３
号
か
ら
第
６

号
ま
で
の
解
散
事
由
に
よ
り
解
散
す
る
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
39
条
　
解
散（
合
併
又
は
破
産
に
よ
る
解
散

を
除
く
。）し
た
場
合
に
お
け
る
残
余
財
産

は
、
評
議
員
会
の
決
議
を
得
て
、
社
会
福

祉
法
人
並
び
に
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
学

校
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
う
ち
か
ら

選
出
さ
れ
た
も
の
に
帰
属
す
る
。

第
９
章
　
定
款
の
変
更

（
定
款
の
変
更
）

第
40
条
　
こ
の
定
款
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
評
議
員
会
の
決
議
を
得
て
、
鹿

児
島
市
長
の
認
可（
社
会
福
祉
法
第
45
条
の

36
第
２
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。）を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

に
係
る
定
款
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
そ
の
旨
を
鹿
児
島
市
長
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
10
章
　
公
告
の
方
法
そ
の
他

（
公
告
の
方
法
）

第
41
条
　
こ
の
法
人
の
公
告
は
、
社
会
福
祉

法
人
鹿
児
島
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
の
掲

示
場
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
機
関
誌「
会

報
」、
官
報
、
新
聞
又
は
電
子
公
告
に
記
載

し
て
行
う
。

（
施
行
細
則
）

第
42
条
　
こ
の
定
款
の
施
行
に
つ
い
て
の
細

則
は
、
理
事
会
に
お
い
て
定
め
る
。
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　この広報紙（てをつなぐ）は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発刊しております。

　『希望の園』はその名の通り，明るく活気あふれる雰囲気が自慢です。
　「希望の園（生活介護）」では，箸入れなどの作業を始め，創作や運動，レクリエーション活動，買い
物やDVDレンタルなど、地域に出る活動も幅広く行っています。
　「第二希望の園（就労継続支援B型）」では，箱折り，おしぼり入れ，野菜の袋詰めなど，利用者さん
それぞれの特性にあった作業に取り組んでいます。
　合同で行う自治会や園外活動などは和気あいあいとした楽しい雰囲気です。クラブ活動（合唱・踊り）
の成果は施設文化祭や地域交流会で披露しています。
　これからも地域の皆さんと交流しながら、毎日楽しく頑張ります！

〒891-0109 鹿児島市清和１丁目２番２号
Tel 099-267-0041 kibou2@po5.synapse.ne.jp

桜の下で誕生会

美味しい里芋ができますように 施設文化祭でキーボードも！手作りハンバーガー最高！

野菜の袋詰めってすごく楽しい♪ 白熱のグラウンドゴルフ大会

歌って踊ってストレス発散！！民生委員さんと地域をきれいに 砂の祭典　目にまぶしいよー

平成 30 年９月１日 育成会たより てをつなぐ・会　報 第 17 号（14）

　この広報紙（てをつなぐ）は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発刊しております。　この広報

〒899-2701 鹿児島市石谷町1247番 1
Tel 099-278-1148
waku2-cos@tiara.ocn.ne.jp

〈放課後等デイサービス〉
遊びや活動を通して…

①　自己肯定感を育む
②　表現する喜びの体験
③　社会経験の幅を拡げる

元気いっぱいの毎日です！

ダンス・ダンス・ダンス！

活動を振り返って新聞作り

手洗いの練習。上手でしょ？

生活学習「見る」集中して！

満開の桜の下でお弁当♬

おいもさんゴロゴロ♪ねんどでお弁当作ったよ！

〈児童発達支援事業〉

遊びや活動を通して…
①　基本的生活スキルの獲得
②　姿勢と運動・動作の向上
③　認知の発達と行動の習得
④　コミュニケーションの基礎的
　　能力の向上
⑤　仲間づくりと集団への参加等
　　を個別に支援しています。

泡の感覚あそび
気持ちいいな～！スカーフあそびふわふわ～☆ 大好きなクッキング！
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　「第二希望の園（就労継続支援B型）」では，箱折り，おしぼり入れ，野菜の袋詰めなど，利用者さん
それぞれの特性にあった作業に取り組んでいます。
　合同で行う自治会や園外活動などは和気あいあいとした楽しい雰囲気です。クラブ活動（合唱・踊り）
の成果は施設文化祭や地域交流会で披露しています。
　これからも地域の皆さんと交流しながら、毎日楽しく頑張ります！

〒891-0109 鹿児島市清和１丁目２番２号
Tel 099-267-0041 kibou2@po5.synapse.ne.jp

桜の下で誕生会

美味しい里芋ができますように 施設文化祭でキーボードも！手作りハンバーガー最高！

野菜の袋詰めってすごく楽しい♪ 白熱のグラウンドゴルフ大会

歌って踊ってストレス発散！！民生委員さんと地域をきれいに 砂の祭典　目にまぶしいよー
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今
年
度
、
広
報
部
の
係
は
大
幅
に
入
れ

替
わ
り
が
あ
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
、
初
め

て
の
方
が
多
く
、
手
探
り
な
が
ら
の
広
報

誌
作
り
で
し
た
が
、
無
事
に
完
成
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
育
成
会
た
よ
り
第

十
七
号
の
発
刊
に
あ
た
り
玉
稿
を
お
寄
せ

い
た
だ
い
た
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

編

集

後

記

ゆ
う
あ
い
館
交
流
フ
ェ
ス
タ
に
参
加
し
て　

と
ま
と
　
大
濵
　
真
由
美

三
月
十
一
日（
日
）に
行
わ
れ
た
第
四
回
目
の
交
流
フ
ェ
ス
タ

は
、
障
害
者
と
健
常
者
が
一
堂
に
会
し
て
、
交
流
と
親
睦
を
深
め

る
と
と
も
に
、
障
害
者
に
対
す
る
理
解
と
認
識
を
高
め
、
共
生
社

会
の
実
現
に
向
け
た
催
し
と
し
て
、
今
年
も
沢
山
の
方
々
の
ご
協

力
の
下
、
楽
し
く
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
回
も
育
成
会
は
手
話
を
交
え
た
歌
の
発
表
や
模
擬
店
で
の
販

売
等
を
通
し
て
参
加
し
、
良
い
交
流
が
で
き
ま
し
た
。
参
加
さ
れ

た
利
用
者
様
・
家
族
の
方
々
の
多
く
の
笑
顔
を
見
て
、
こ
れ
か
ら

も
沢
山
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
、
さ
ら
な
る
交
流
が
深

め
ら
れ
た
ら
と
思
い
ま
し
た
。

地域共生センター石谷の郷
2019 年 春オープン

第
一
回
学
齢
期
保
護
者
研
修
会
に
参
加
し
て

　
武
岡
台
小
学
校
特
別
支
援
学
級
保
護
者
　
原
ノ
園
　
つ
ぐ
み

六
月
七
日
に
行
わ
れ
た
学
齢
期
保
護
者
研
修
会
に
参
加
し
ま
し

た
。
午
前
に
見
学
し
た
地
域
生
活
支
援
拠
点
ゆ
う
か
り
は
、
施
設

内
外
の
設
備
が
生
活
し
や
す
い
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
て
雰
囲
気

が
と
て
も
良
く
、
こ
の
よ
う
な
地
域
型
施
設
の
増
加
が
障
害
者
に

対
す
る
見
方
の
変
化
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し

た
。午

後
は
、
ふ
れ
あ
い
館
で
子
供
の
年
齢
ご
と
に
分
か
れ
て
の
茶

話
会「
和
や
か
カ
フ
ェ
」が
あ
り
ま
し
た
。
美
味
し
い
コ
ー
ヒ
ー
を

飲
み
な
が
ら
子
供
た
ち
の
話
に
花
が
咲
き
、
あ
っ
と
い
う
間
の
二

時
間
で
し
た
。

保
護
者
同
士
の
横
の
つ
な
が
り
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
中
で
、

有
意
義
な
交
流
を
も
つ
こ
と
が
で
き
、
充
実
し
た
時
間
に
満
足
し

な
が
ら
笑
顔
で
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

グループホーム
短期入所
生活介護
児童発達支援
放課後等デイサービス
特定相談支援

地域の拠点となる総合的な障害児・者施設がオープンします !

歓
かんだん

談の様子

ゆうあい館　交流フェスタ　ステージ発表

地域生活支援拠点　ゆうかり見学


